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委員長  巽  和 行 

 
 

平成３０年度事業外部評価報告書について 
 
 
 
標記のことについて、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程（平成 

１６年２月２０日規程第４号）第２条第２項の規定に基づき、報告します。 
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外部評価結果の総括 

 

【序文】 

本委員会は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）の平成 30年度に

おける業務実績の全体について、振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、

効率及び効果の両面から評価を行った。 

振興会は、平成 30 年 4 月 1 日より開始した第４期中期目標期間において、①世界レベ

ルの多様な知の創造、②知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成、③大学等の強みを生

かした教育研究機能の強化、④強固な国際研究基盤の構築、⑤総合的な学術情報分析基盤

の構築の 5本の柱を基盤に、各事業を推進している。本委員会は、これら 5本の柱を含む

第４期中期目標で定められた項目ごとに、その達成状況等について評価した。 

なお、本委員会では、平成 30 年度の業務実績に対する評価にとどまらず、振興会の事

業全般に関する今後の課題についても指摘した。その中には、早期に改善することが困難

な課題、政府レベルで検討・実施すべき課題、あるいは振興会の業務の範囲を超える課題

等に対する意見も含まれている。 

本委員会による評価が振興会の業務のさらなる改善に活用され、振興会の事業がより優

れた成果を挙げるとともに、我が国の学術が一層振興されることを期待して、次のとおり

総括する。 

 

１．法人の業務運営 

振興会の業務運営については、多岐にわたる事業を比較的少数の職員により極めて効率

的に遂行し、優れた成果をあげていると評価する。とりわけ、振興会事業の全般にわたっ

て重要な位置を占める審査・評価業務については、公正かつ適切な審査・評価制度を構築

し、かつ膨大な件数にもかかわらず短期間で滞りなく業務を実施していることは特筆すべ

きであり、高く評価したい。 

一方で、審査・評価においては、それぞれの審査委員の質の確保、向上が極めて重要な

課題である。学術システム研究センター研究員により、相応の審査委員候補者が選任され

ていると考えるが、科研費だけでも 7,000 名にものぼる審査委員の質を保証するために

は、学術システム研究センターでの検証も極めて重要である。また、審査委員としての資

質を向上させるために、すべての研究者が科研費を受給するだけではなく、科研費等審査

を行うことを通して日本の学術の発展に寄与するという理解を共有すべきであり、振興会

はこのような理解を進める方策を考えてほしい。 

また、比較的少数の職員により効率的に業務が遂行されていることは評価できる一方で、

職員の業務が増加していることにも目を向ける必要がある。膨大な審査・評価業務を計画

通りに行うのみならず、審査委員に対してきめの細かい対応を行うなど、職員の献身的努
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力を忘れてはならない。振興会事業の質の維持及び改善・見直しなど不断の検証が実現さ

れるためには、担当職員に過度な負担が生じないような適切な措置も考慮する必要がある。 

学術研究の多様性を確保することは大変重要であり、学際領域の状況や男女比といった

観点で継続的に点検・評価する必要があるが、グローバル化の進展を背景として、外国人

からの申請に対応することも重要な課題である。同時に、新たな学際領域の創設は、我が

国の研究において大きな課題である。振興会の様々な事業においても、学際的研究を促進

する取組が実施されているが、一層の充実を期待したい。また、振興会では女性審査委員

の登用に配慮がなされているが、特別研究員事業では女性の審査委員比率の低下が見られ

ていることもあり、多様性を確保する観点から、振興会事業において女性の審査委員を積

極的に登用する努力を継続していただきたい。 

 

２．世界レベルの多様な知の創造 

振興会は、長年にわたり我が国の学術研究を支える科研費の実施業務を担うだけでなく、

科研費改革にも鋭意取り組んでおり、その努力と成果は高く評価できる。応募件数が増大

しているにもかかわらず、膨大な審査・評価業務を計画通り実施していることに加えて、

審査システム改革に伴う不断の見直しを行っていることは特筆すべきである。我が国の学

術研究が発展するためには、科研費の充実が特に重要であり、学術システム研究センター

の機能を十分に活用しながら、より優れた科研費制度を目指して今後とも改革に取り組ん

でいただきたい。また、他の競争的研究資金制度と科研費制度との本質的役割分担を踏ま

えて、科研費制度においては短期的な出口志向・応用志向に流れることなく、一見地味で

あっても新しい学術基盤となる革新的研究や夢のある挑戦的課題をしっかりと支援する

ことが強く望まれる。若手研究者が挑戦的で独自性のある新しい研究を生み出せる支援体

制を構築するとともに、若手研究者への支援の効果について既存の調査を活用する等して

定量的にフォローアップすることも重要である。このほか、科研費で得られた成果がデー

タベースで一元的に管理されていることは極めて有用であり、他の資金配分機関や民間企

業等における当該データベースの活用状況などを解析することは、さらにその利用価値を

高めることにつながると思われる。 

国際的な共同研究等の推進については、事業を着実に実施しており、特にリードエージ

ェンシー方式による審査を試行的に導入し、採択を行ったことは高く評価できる。今後も

国際共同研究等の一層の充実が望まれる。国際共同研究プロジェクトについては、人事交

流と研究活動の双方に財政支援が必要な場合があり、振興会の部署間の緊密な連携が求め

られるが、後述の国際統括本部の役割には大いに期待したい。 

 

３．知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 

振興会では、特別研究員や海外特別研究員、若手研究者海外挑戦プログラム等の若手研

究者を育成するための種々の事業が行われており、事業内容や制度の改善を行いながら着

実に業務を遂行している点は評価できる。特に、若手研究者育成の中核となる事業である

特別研究員事業については、膨大な業務を計画通りに円滑に進めただけでなく、「特別研
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究員-CPD」の創設を目指した取組や、事業内容の検討・見直しがなされた点は高く評価す

ることができる。 

しかしながら、特別研究員事業については、PD の採用率が低迷している。PD は研究職

に就くためのひとつの重要なステップであり、PD採用者の減少は､学問の未来に深刻な影

響をもたらすと考えられる。採用人数確保のため、引き続き予算の獲得に努めていただき

たい。また、PDへの応募者が減少しており、その背景を分析することが望まれる。卓越大

学院プログラムとの関係にも留意しながら、今後とも、現場の意見も踏まえた事業運営を

期待したい。 

また、海外特別研究員や若手研究者海外挑戦プログラムについては、若手研究者にとっ

て研究力を向上させる大きな機会であり、派遣終了者が派遣期間中にどの程度レベルアッ

プしたかを引き続き評価することは、今後の事業改善にとって有効であると考える。 

 

４．大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 

WPI、大学教育改革の支援、大学のグローバル化の支援のいずれにおいても、適切な審

査・評価を着実に行い、各事業の透明性、信頼性、継続性を確保していること、また事業

の広報にも意欲的に取り組んでいることは高く評価できる。特に、大学教育改革等の支援

においては、フォローアップや事後評価、進行中のプログラムの発展的見直しの実施、好

事例事業の水平展開など、多様な評価を実現していることは評価できる。 

一方で、評価の在り方については、大学等の多様性を維持し、良い点をできるだけ評価

する仕組みを確保していただきたい。また、教育の成果が短期間では現れるものではない

ことを踏まえた評価の仕組みも考えていただきたい。 

また、真に「大学等の教育研究機能の強化」につながるよう、各事業の在り方も含めた

提案をより積極的に行うことが望まれる。 

 

５．強固な国際研究基盤の構築 

振興会は伝統的に強い国際研究基盤を有しており、各国学術振興機関と強い連携関係を

確保している。海外機関との連携が順調になされ、我が国の学術研究の海外展開と国際連

携を支える重要な役割を担っていると評価できる。また、振興会内の国際的な取組を俯瞰

する仕組みとして新たに国際統括本部が設置され、国際戦略を検討する体制が整備された

ことは高く評価できる。諸外国の国際共同研究プログラムや研究支援制度は多様かつ流動

的であるため、確固たる国際戦略を設定することが重要であり、今後、新規事業の開拓や

多様な海外学術振興機関との一層の連携など、具体的な方策に結びつけていただきたい。 

また、国際戦略に総合的な視点から取り組むに当たり、シンクタンク的支援組織がない

ことに不安を感じる。国際統括本部が必要に応じて高い見識を持った有識者の意見を聴取

しながら進めるとともに、諸外国の学術情報を収集する体制を構築することが望まれる。 

なお、本項目に関しては、振興会自身の国際化、振興会が運営する事業の国際化、振興

会事業に支援された研究者の国際化と 3つの異なる国際化が混在しており、これらを識別

した自己点検・評価を期待したい。 
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６．総合的な学術情報分析基盤の構築 

情報の一元的な集積・管理や振興会事業の動向等の分析、学術動向に関する調査等、学

術情報分析基盤の構築に向けて、着実に業務が行われている。特に、学術情報分析センタ

ーを設置し、振興会の諸事業の成果等について情報収集、把握、分析を行っていることは

高く評価できる。 

振興会は、研究助成に関して膨大なデータを有しており、その活用は、今後の我が国の

研究を更に推進する上で大きな原動力となり得る。これらの情報が、有意義な学術振興策

へと展開されることが望まれる。同時に、振興会としての資源配分の有効性について明ら

かにする手法や指標を開発することが望まれる。学術情報分析センターの今後の活動に期

待する。 

 

７．横断的事項 

情報発信や研究公正の推進等、振興会の各種事業に横断的に関わる取組についても着実

に実施されている。これらの取組の中で特に、電子申請システムは極めて有効に働いてい

ると考える。当該システムによって審査委員の負担軽減が図られているが、新たな課題が

生じないか、慎重に見極めて対処されたい。一方で、当該システムは、課題の公募、審査、

採択等の面で、他の多数の機関でも有効と思われるため、例えば他機関で同様の仕組みを

導入する際に適切なサポートをすることも考えられないか。 

また、情報発信に関しては、振興会事業への理解を深める取組の検討を期待したい。 

 

８．その他 

外部評価委員からは、評価項目に関連する上記の意見に加え、我が国の学術の振興を図

る上で重要と考えられる以下のような意見も出されたので、ここに記す。 

・ 研究によって、研究期間中における各年度の所要経費のバランスは異なっており、そ

の意味で科研費の一部種目の基金化は重要な改革であったが、比較的小型の研究にと

どまっている。特別推進研究などの大型研究こそ基金化を実現すべきであると考える。

今後も科研費の基金化は要求し続けていただきたい。 

・ 毎年一律に一般管理費の削減を行っているが、それにも限界がある。職員の献身的努

力だけに頼った事業運営は、破綻を来す恐れがある。振興会には、我が国のプレゼン

スを高め、グローバル社会において学術研究を先導する研究者の活動を支援する役割

がある。それにふさわしい予算措置に向けて、理解を広げていただきたい。 
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標に向かって順調に実績を上げていると言える。限られた予算の中で、極めて質の高い諸

事業を展開していることを評価したい。 

一方で、我が国からの学術論文の量と質の両面での減少傾向には依然として歯止めがか

かっておらず、また、博士課程への進学者も減り続けており、我が国の研究活動が総体と

して退潮にあることが種々の統計データ等によって示され、科学技術白書等でも警鐘が鳴

らされているところである。振興会としてもこの問題を正面から受け止め、研究支援の大

きな枠組みから考え直すことが、我が国全体の研究力の向上のためにも必要ではないか。

振興会には何より、これまでに蓄積してきた研究に関わる膨大なデータと研究現場に根ざ

した経験や知見がある。様々なセクターの研究現場の声を踏まえながら現状分析を行い、

それに基づいた議論を提起し、提言を行う役割も期待したい。厳しい財政事情のもとで最

大の効果をあげるためには、他の研究助成機関と密に連携することも必要だろう。今後と

も、我が国の学術の新たな未来を切り開く上で、振興会が一層役割を果たすことを期待し

たい。 
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令和元年 6 月 24 日 

独立行政法人日本学術振興会 

理事長 里見 進 殿 

独立行政法人日本学術振興会 

監事 小長谷 有紀 

監事 西島  和三 

 

平成 30 年度監事監査報告 

 

独立行政法人日本学術振興会（以下「学振」という。）の平成 30 年度における業務執行

状況及び会計経理の執行状況等について、独立行政法人通則法第 19 条第４項及び独立行政

法人日本学術振興会に関する省令第１条の２に基づき監査を行いましたので、その結果を

下記のとおり報告します。 

 

Ⅰ 監査の方法及びその内容 

平成 30 年 10 月 26 日付で提出した監査計画に基づき、情報の収集に努め、平成 30

年度における学振の業務執行、会計経理ならびに重点監査項目について、以下のとお

り監査を実施した。 

業務執行については、役員会、評議員会を始めとする重要な会議に出席し、学振の

意思決定プロセスを監視した。また、規定などの重要な規則の改正等においてその内

容を監視し、必要に応じて理事長に意見を具申した。 

会計経理については、予算執行について適宜報告を受け、適正な執行が行われたか

どうかを監査した。また、平成 31 年 5 月及び 6 月の計２回開催された契約監視委員会

に委員として出席し、平成 30 年度に学振において発注した物品・役務等に係る契約に

ついての適正さについて事後点検を行った。 

平成 30 年度の重点項目として、「振興会の人材確保と育成」「振興会における広報」

を設定した。前者については、学振の人事環境の特徴を踏まえて課題を明らかにする

という観点に立ち、後者については、学振の情報環境の特徴を踏まえて課題を明らか

にするという観点に立ち、監査を行った。 

 

Ⅱ 監査の結果 

１． 業務執行について 

（１） 法令等に従った業務執行及び中期目標達成に向けての実施状況について 

【総括的監査意見】 

役員会、評議員会を始めとする重要な会議に出席するほか、各種会議に陪席し、

学振全体の運営及び各事業部の業務執行状況を確認した。運営及び業務は、学振の

設置目的及び法令等の定めに従って適切に執行されており、中期目標の着実な達成
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に向けて効果的に実施されている。平成 30 年度は第 4 期中期目標期間の初年度であ

り、順調にスタートしていると評価される。 

 特筆すべきこととして以下の３点が挙げられる。 

【科研費改革のフォローアップ】 

 学術システム研究センターを中心にまとめた「科学研究費助成事業審査システム

改革 2018」が平成 30 年度科研費公募から開始された。その効果について、科研費

応募者や審査にあたった研究者たちからアンケート等を求めて調査するなど、改善

に向けて不断の努力が傾注されていることは、大いに評価できる。 

【国際協働ネットワークの強化】 

 多岐にわたる国際的な学術支援業務を統括するための、国際統括本部を設置し、

海外のファンディングエージェンシーとの協力体制を確立しながら、リードエージ

ェンシー方式による国際共同研究を推進するとともに、若手研究者の国際交流を促

進するホープミーティング、ノーベル賞受賞者を通じて学術の意義を社会に還元す

るノーベル・プライズ・ダイアログなど多角的な諸活動が実施されていることは、

大いに評価できる。 

【人文学・社会科学データインフラ構築プログラム】 

 海外における日本研究の低迷を防ぐために、日本研究に資する学術情報を積極的

に公開するための取組が開始されたことは重要であり、確実な進展が期待される。 

 

（２） 組織・体制について 

第 4 期中期目標期間の初年度として、新しい組織体制の運用が開始された。今の

所、特段の問題は認められない。 

  

（３） 役員の職務遂行における不正の行為または法令等に違反する重大な事実の有無 

役員の職務遂行における不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認めら

れない。 

 

２． 会計経理について 

（１） 執行、現金等の出納ならびに保管、財務諸表及び決算報告 

会計経理の執行については、法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切

に処理されており、法人単位、一般勘定、学術研究助成業務勘定の財務諸表及び決

算報告書は、帳簿及び証憑書類の記載金額と一致し、収支状況を正しく示している

ものと認められる。また法定監査を行う会計監査人により、監査の結果、いずれの

項目についても適正に処理されている旨の報告を受けた。 

（２） 契約の締結及び執行 

履行できる者が一者しかいないとして随意契約していた案件については、新たな

取組として参加者確認公募（随契事前確認公募）を実施するとともに、一者応札に
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ついての調査検討など、公正な執行に努めていることを確認した。 

（３） 資産の取得、管理及び処分 

学振本部及び海外研究連絡センターにおいて定期的に実査が行われていること

を確認した。 

 

３． 重点監査項目について 

（１） 振興会の人材確保と育成について 

 学術振興に関わる学振の事業の特殊性に鑑み、学術コーディネーターやプランニ

ングができるような人材を学振内で養成し、そのキャリアパスを確立することは、

中長期的にきわめて重要であると思われる。そうした目標を前提にした際、職員の

3 分の１が 2〜3 年のサイクルで新規に入れ替わるという独特の人事環境は、むしろ

利点であるとみなして工夫することもできるかもしれない。しかしながら、当面の

課題として、結果的に業務の引継に多大な時間コストがかかっている。それゆえに、

とりわけ各部署のスタッフが一斉に更新されないよう配慮しなければならず、また

万一そうなった場合でもエフォートを複数部署にまたいで業務を相互に支援するな

ど、独特の人事環境に合わせた対策が必要であろう。そうした恒常的な工夫は、専
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（２）振興会における広報について 

学術振興に関わる学振の役割及びその重要性については学術研究の世界では十分

に認知され、高く評価されており、マスメディアでも科研費についてときおり報道

されてもいる。しかしながら、学術研究とりわけ基礎研究の振興を進めるには、国

民への理解を深める広報活動を充実させる必要があるだろう。現在のところ、多様

な取組が行われていることは確認できるものの、対象者も多様で決め手に欠く。例

えば、学振 HP において、申請のためのシステムと一般向け広報が同居することも、

広報を困難にしている要因の一つではあるだろう。学術的なコンテンツを社会還元

するという明確な目標を掲げるならば、その際に手法の面でも学術上の最先端の方

法を応用するなど創意工夫が必要であると思われる。何よりも、多様な諸活動に対

して優先順位をつけなければ、効果的な取組は難しいと思われる。 

 

Ⅲ 今後さらなる検討や実施を希望する事項 

（１） 恒常的な業務の引継について 

 学振の独特な人事環境を踏まえて、人員配置を決定する際には、業務の引継が滞

りなく実施できるよう十分に配慮すべきである。また、各部署では、多様な諸事業

をそれぞれ効率的に引き継ぐことができるよう情報を簡便に整理すべきである。 

（２） 学術システム研究センターの拡充について 

 学振の主要な事業である科研費については、各種委員会等からの要請がきわめて

多く、学振としてそれらへの対応に追われがちである。一方、有意義な指摘を受け
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ても、運用を担う学振としてはそのタスクを超える指摘であることも少なくない。

そのような多重な期待がかかる中、拙速を避けた地道なフォローアップが求められ

る。さらに、第 4 期中に「新学術領域研究」に関する審査業務の学振への移管に備

えて、学術システム研究センターの人、資金など総合的な拡充が喫緊の課題となっ

ている。 

（３） 科研費申請・審査の電子システムについて 

 技術的な改善を目的として、すでに人材配置が行われ、コンサルティングも予定

されている。年来の課題の解決に向けて引続き努められたい。 

（４） 若手研究者の支援について 

 若手研究者の支援については多方面から多様な方策が提案されているものの、根

本的な解決のうち学振が担いうることとして、理事長の特別研究員（PD）増加プラ

ン（案）は非常に効果的である。その実現に向けては、予算を求める一方で、国際

社会の変容など時代の趨勢に対応しながら、ファンディングエージェンシーとして

の優先順位の低い業務について見直しも必要であろう。 

 

Ⅳ 監事監査結果報告への対応について 

 第 4 期中期目標期間の初年度が始まり、新たな組織体制がうまく機能しているかど

うかを自ら点検することは、内部統制の原点である。監事監査報告を参考に、点検に

役立てていただきたい。また、業務改善状況について、年１回程度各部課より監事に

対して報告いただくようお願いしたい。 
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程 

 

   平成１６年２月２０日 

規 程 第 ４ 号 

改正 平成２１年３月２５日 規程第４号 

改正 平成２５年４月１日 規程第１７号 

改正 平成２６年４月９日 規程第１５号 

改正 平成２８年３月３１日 規程第４８号 

改正 平成３０年３月３１日 規程第１４号 

 

（設 置） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に、独立行政法人日本学術振興 

会外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（委員会） 

第２条 委員会は、文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（平成 25 年 3 月 29

日文部科学大臣認可）に記載された外部評価を行うことを目的とする。 

２ 委員会は、振興会の業務運営について評価を行い、その結果を理事長に報告する。 

３ 委員会は外部評価委員（以下「委員」という。）６名以内で組織する。 

 

（委員の任命） 

第３条 委員は、学界及び産業界を代表する有識者のうちから理事長が委嘱する。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、非常勤とする。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。 

 

（議事） 

第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

３ 委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に票決を委

任することができるものとし、この場合には出席したものとみなす。 

 

（資料の提出等の要求） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、振興会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。 

 

（雑則） 

175



第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

 

  附 則 

１ この規程は、平成 16 年 2 月 17 日から施行する。 

２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成 18 年 6

月 30 日までとする。 

 

  附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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て定める。 

 

  附 則 

１ この規程は、平成 16 年 2 月 17 日から施行する。 

２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成 18 年 6

月 30 日までとする。 

 

  附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 
 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員名簿 

 

 

射場 E

い ば

A AE英紀 E

ひ で き

A   トヨタ自動車(株)電池材料技術・研究部部長 

 

 

AE片岡 E

かたおか

A AE幹雄 E

み き お

A   奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 

 

 

A E 巽 E

たつみ

A  AE和行 E

かずゆき

A   名古屋大学名誉教授 

 

 

AE辻 E

つ じ

A  AE篤子 E

あ つ こ

A   名古屋大学特任教授 

 

 

AE古瀬 E

ふ る せ

A AE奈津子 E

な つ こ

A  お茶の水女子大学基幹研究院教授 

 

 

AE観山 E

み や ま

A A E正見 E

しょうけん

A   広島大学総合戦略室付特任教授 

 

 

 

※敬称略 

任期：令和元年 5 月 1 日～令和 3 年 4 月 30 日 
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独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領 

 

 

令 和 元 年 5 月 9 日 

外 部 評 価 委 員 会 決 定 

 

１．評価の区分 

１）事業年度評価【各事業年度終了時の評価】 

年度計画の実施状況を調査・分析し、各事業年度における業務の実績全体について総合的な評価を

行い、以降の業務運営の改善に資する。 

 

  ２）中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）【中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績の評

価、中期目標期間終了時の評価】 

中期目標期間に係る業務の実績（見込評価においては、中期目標期間終了時に見込まれる業務の実

績）を調査・分析し、中期目標期間における中期目標の達成状況等の全体について総合的な評価を行

い、業務運営の改善（見込評価においては、業務継続の必要性、組織の在り方その他業務及び組織の

全般にわたる検討）に資する。 

 

 

２．事業年度評価 

  事業年度評価においては、中期目標及び中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況につい

て、下記の通り実施する。 

  １）評価項目 

中期目標で定められた項目を評価の単位とし、評価項目ごとに事業が中期目標及び中期計画に従っ

て適切に実施されているかどうかを評価する。その際、業務実績、中期目標・中期計画の達成状況及

び法人内のマネジメントの状況等についてより的確な評価を実施するため、必要に応じて、評価項目

の下に補助評価項目を設定する。 

 

  ２）評価基準 

各評価項目の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評点を付すことにより行うこととし、Ｂを標

準とする。補助評価項目における評点は s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。 

Ｓ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ

ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以

上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定

量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以上とする）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画

値（又は対年度計画値）の１００％以上１２０％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
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Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
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画値（又は対年度計画値）の８０％以上１００％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定

量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未満、又は主務大臣が業務運

営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

 

３）評価方法 

   振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に照らし、概ね以下

の手順に沿って評価をとりまとめる。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 

 

 

３．中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 

 １）項目別評価 

   中期目標で定められた項目を評価の単位として、その達成状況等についての評価を行う。 

    

  ２）評価基準 

各評価項目の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評点を付すことにより行うこととし、Ｂを標

準とする。補助評価項目における評点は s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。 

Ｓ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ

ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値の１２０％以上で、かつ質的に顕著

な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定

量的指標においては対中期計画値の１２０％以上）。 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画

値の１００％以上１２０％未満）。 

Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計

画値の８０％以上１００％未満）。 

Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定

量的指標においては対中期計画値の８０％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要

な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

 ３）評価方法 

振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に照らし、概ね以下

の手順に沿って評価をとりまとめる。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書等によりヒアリングを実施 

3 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会規程 

 

平成２８年３月２２日 

規 程 第 １ ４ 号  

改正 平成２９年 ４月２８日 規程第２２号 

改正 平成３０年 ３月３１日 規程第１３号 

改正 平成３０年１１月１２日 規程第７２号 

 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会に、計画・評価委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

 

（任務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。 

 一 中期計画及び年度計画の作成に関すること 

 二 自己点検に関すること 

  三 その他計画・評価に関する重要事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 一 理事長 

 二 理事 

 三 国際統括本部長 

 四 審議役 

 五 各部の長及び参事 

 六 学術システム研究センターの所長及び副所長 

 七 学術情報分析センターの所長及び副所長 

 八 世界トップレベル拠点形成推進センターのセンター長 

 九 人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターのセンター長 

十 監査・研究公正室長 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明または意見

を聴くことができる。 

 

（作業部会） 

第６条 委員会に、必要に応じて作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。 

 

（雑則） 
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独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会規程 

 

平成２８年３月２２日 

規 程 第 １ ４ 号  

改正 平成２９年 ４月２８日 規程第２２号 

改正 平成３０年 ３月３１日 規程第１３号 

改正 平成３０年１１月１２日 規程第７２号 

 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会に、計画・評価委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

 

（任務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。 

 一 中期計画及び年度計画の作成に関すること 

 二 自己点検に関すること 

  三 その他計画・評価に関する重要事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 一 理事長 

 二 理事 

 三 国際統括本部長 

 四 審議役 

 五 各部の長及び参事 

 六 学術システム研究センターの所長及び副所長 

 七 学術情報分析センターの所長及び副所長 

 八 世界トップレベル拠点形成推進センターのセンター長 

 九 人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターのセンター長 

十 監査・研究公正室長 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明または意見

を聴くことができる。 

 

（作業部会） 

第６条 委員会に、必要に応じて作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。 

 

（雑則） 
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2 

 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

 

  附 則 （平成２８年規程第１４号） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程（平成１６年規程第５号）は廃止す

る。 

 

附 則（平成２９年規程第２２号） 

１ この規程は、平成２９年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第１３号） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附 則（平成３０年規程第７２号） 

１ この規程は、平成３０年１１月１５日から施行する。 
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独立行政法人日本学術振興会平成３１年度自己点検評価実施要領 
 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ０ 日 
理 事 長 裁 定 

 

１．目的 

この要領は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が自己点検評価を

実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．対象 

自己点検評価は、振興会が行った平成３０年度事業を対象とし、第４期中期目標におけ

る次の項目ごとに実施する。 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 総合的事項   

２ 世界レベルの多様な知の創造   

３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成   

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化   

５ 強固な国際研究基盤の構築   

６ 総合的な学術情報分析基盤の構築   

７ 横断的事項 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

 

３．計画・評価委員会 

  自己点検評価は、振興会に置かれた計画・評価委員会（以下「委員会」という。）が行う。 

 

４．自己点検評価の手法 

振興会は、自己点検評価における基本的な考え方を示した「独立行政法人日本学術振興会

平成３０年度事業の評価手法について」（以下「評価手法」という。）を作成する。 

 

５．自己点検評価報告書の作成 

（１）各部の長は、各部における業務の実施状況等に関する資料として、別紙の様式に基づ

き以下の各調書を作成し、委員会に報告する。 

① 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事

項） 

② 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及

びその他業務運営に関する重要事項）  
 

（２）委員会は、各部等の長からの報告に基づき自己点検評価を行い、前項の項目別評定調

書に基づき自己点検評価報告書を作成し、理事長に提出する。 

 

６．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出 

  理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価委員会に

提出する。 
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1 

平成 30 年度事業の評価手法について 
 
I．序文 

独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検評価・

外部評価を実施することを定めている。この自己点検評価・外部評価は、独立行政法人通則法（平成

11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）が示すように、独立行政法人として、適正かつ効率的

に業務が実施できるよう自ら点検するとともに、外部有識者の評価を受けることによって、その結果

を業務運営の改善に反映させようとするものである。 
本「評価手法について」は、第４期中期目標期間の初年度に当たる平成 30年度の事業に係る自己点

検評価・外部評価を実施するに当たり、その基本的な考え方と具体的な実施手法をまとめたものであ

る。 
 
Ⅱ．背景 

通則法は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）」に基

づき、平成 26 年 6 月 13 日にその一部が改正された。通則法においては、独立行政法人の事務・事業

の特性に応じ、法人を「中期目標管理法人」、「国立研究開発法人」及び「行政執行法人」の 3 つに

分類した。振興会は、同「基本的な方針」を踏まえ、通則法及び独立行政法人日本学術振興会法の規

定に基づき、公共上の事務・事業を国が定める中期的な目標を達成するための計画に基づき行うこと

により、多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする「中期

目標管理法人」として位置づけられた。中期目標管理法人の業務運営に当たっては、主務大臣が 3~5
年の期間において法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、法人はこれを達成す

るための計画（中期計画・年度計画）を作成することとされた。なお、独立行政法人の目標設定と評

価に関しては、平成 26 年 9 月 2 日に総務大臣が新たにそれぞれ指針を策定し、評価に関しては平成

26 年度事業の評価から、当該指針に基づいて実施することとなった。 
改正通則法では、法人の業務実績について、第 32 条及び 35 条の規定に基づき、①毎事業年度終了

後（②及び③の場合を除く）、②中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後、③中期目

標期間の最後の事業年度終了後に、主務大臣が評価を実施し、必要に応じて当該法人に業務運営の改

善その他の必要な措置を命ずることができるとされ、従来各府省で評価を行ってきた「独立行政法人

評価委員会」は廃止された。 
全府省共通の新たな評価の指針では、評語（S, A, B, C, D とし、B が標準）、評価基準、評価様式

が統一されたほか、目標の設定単位毎にアウトプット情報（事業実施状況等）とインプット情報（予

算の投入状況等）を対比した評価書を作成すること、また、評価に応じて予算配分や組織・業務の見

直しを命じるなど主務大臣のとるべき措置が明確化された。 
 
Ⅲ．評価のあり方 
振興会が行う実施する学術振興事業に対する評価は、研究者の自由な発想と研究の多様性、長期的

視点、継続性等の学術研究の特性に十分に配慮したものでなければならない。 
評価を実施する際には、研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などが行われているか、ま

た、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う体制となっているか、などの観点

から評価を行うことが重要である。 
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 このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点

に留意する必要がある。 
 
＜評価指針＞ 
1. 「独立行政法人の評価に関する指針」（別紙１） 

総務大臣は平成 26 年 9 月 2 日に「独立行政法人の評価に関する指針」（以下「評価の指針」

と言う。）を策定し、平成 27 年 5 月 25 日にその一部を改定した。 
独立行政法人制度が平成 13 年に導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会（以下「府省

評価委」という。）、政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）による階

層的な評価結果等を踏まえた不断の見直しが行われ，着実に法人の業務改善がなされてきた。一

方、従来府省評価委が行う評価は各府省評価委の定める独自の評価基準に基づき行っていたこと

から政府全体としての評価の統一性を欠く、中期目標期間を総括した評価が次期中期目標策定に

活かされていない、との指摘があった。 
このような指摘に対し、平成 26 年 6 月 13 日に通則法の一部改正が行われ、法人の政策実施機

能の最大化を図る観点から、主務大臣の下での PDCA サイクルを十分に機能させるため、主務

大臣が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、国の政策へ

の反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標の仕組みに改められたとともに、総務大

臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する政府統一的な指針を定めることとされた。 
評価の指針は、上記のような経緯を踏まえ、主務大臣が評価を実施するに当たり指針とすべき

事項を取りまとめたものであり、振興会の自己点検評価・外部評価を実施する際もこれに沿って

実施する必要がある。 
 
＜評価結果＞ 
1．独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会による評価結果に即した評価（別紙 2） 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 30 年 6 月 28 日に平成 29 年度事業及び

第 3 期中期目標期間における業務実績に関する外部評価報告書を取りまとめ、振興会理事長に

報告した。本報告書には、効率及び効果の両面から、管理運営の実施状況、各事業の達成状況

等について検証を行った結果がとりまとめられている。 
外部評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行

われたか等を検証し、平成 30 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 
2．文部科学大臣による評価結果に即した評価（別紙 3） 

文部科学大臣は、通則法第 32 条第 4 項の規定に基づき、平成 30 年 8 月 23 日に平成 29 年度

における業務の実績に関する評価の結果について、また、平成 30 年 9 月 6 日に中期目標期間に

おける業務の実績に関する評価の結果について、振興会に通知した。 
文部科学大臣による評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ

必要な改善が行われたか等を検証し、平成 30 年度事業に係る評価にその結果を反映することが

必要である。 
 

3．総務省独立行政法人評価制度委員会の点検結果を踏まえた評価（別紙 4） 
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 このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点

に留意する必要がある。 
 
＜評価指針＞ 
1. 「独立行政法人の評価に関する指針」（別紙１） 

総務大臣は平成 26 年 9 月 2 日に「独立行政法人の評価に関する指針」（以下「評価の指針」

と言う。）を策定し、平成 27 年 5 月 25 日にその一部を改定した。 
独立行政法人制度が平成 13 年に導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会（以下「府省

評価委」という。）、政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）による階

層的な評価結果等を踏まえた不断の見直しが行われ，着実に法人の業務改善がなされてきた。一

方、従来府省評価委が行う評価は各府省評価委の定める独自の評価基準に基づき行っていたこと

から政府全体としての評価の統一性を欠く、中期目標期間を総括した評価が次期中期目標策定に
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能の最大化を図る観点から、主務大臣の下での PDCA サイクルを十分に機能させるため、主務
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評価の指針は、上記のような経緯を踏まえ、主務大臣が評価を実施するに当たり指針とすべき

事項を取りまとめたものであり、振興会の自己点検評価・外部評価を実施する際もこれに沿って

実施する必要がある。 
 
＜評価結果＞ 
1．独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会による評価結果に即した評価（別紙 2） 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 30 年 6 月 28 日に平成 29 年度事業及び

第 3 期中期目標期間における業務実績に関する外部評価報告書を取りまとめ、振興会理事長に

報告した。本報告書には、効率及び効果の両面から、管理運営の実施状況、各事業の達成状況

等について検証を行った結果がとりまとめられている。 
外部評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行

われたか等を検証し、平成 30 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 
2．文部科学大臣による評価結果に即した評価（別紙 3） 

文部科学大臣は、通則法第 32 条第 4 項の規定に基づき、平成 30 年 8 月 23 日に平成 29 年度

における業務の実績に関する評価の結果について、また、平成 30 年 9 月 6 日に中期目標期間に

おける業務の実績に関する評価の結果について、振興会に通知した。 
文部科学大臣による評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ

必要な改善が行われたか等を検証し、平成 30 年度事業に係る評価にその結果を反映することが
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3．総務省独立行政法人評価制度委員会の点検結果を踏まえた評価（別紙 4） 
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総務省の独立行政法人評価制度委員会は、平成 30 年 11 月 29 日に「平成 29 年度における独

立行政法人の業務の実績に係る評価等の結果についての点検・確認結果」を取りまとめた。本

結果においては、「評価の実施が著しく適正を欠く」と認められるものはなかったとされてい

る。 
 

＜指摘事項＞ 
1.「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）による指摘を

踏まえた評価（別紙 5） 
平成 25年 12月 24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」では、

各独立行政法人等について講ずべき措置を定めるとともに、法人の事務・事業の特性に応じて

ガバナンスの高度化等の取り組みを行うこととされており、これらの指摘を踏まえた業務運営

がなされているか、評価の際に留意する必要がある。 
 
Ⅳ．評価実施方法 

1．評価の方針 
評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とし、各事業年度における

業務の実績について、中期計画の実施状況等に留意しつつ、振興会の業務の実施状況を調査・

分析し、その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体について総合的な評定を行うもの

とする。 

自己点検評価報告書の作成に当たっては、以下に記載する「2．評価の単位」により、「3．

自己点検評価報告書の記載事項」に沿って、振興会の有効なマネジメントに資するよう、業務

運営の状況について、十分な資料に基づき客観的かつ具体的に記述する。 

 
2．評価の単位 

中期目標で定められた項目を評価単位とする。その際、業務実施、目標、計画の達成状況

及び、法人内のマネジメントの状況等について十分に説明し得るよう、必要に応じて、中期

目標で定められた項目の下に、補助評価単位を設定する。 
 
3．自己点検評価報告書の記載事項 

 (1) 当事務及び事業に関する基本情報 
中期目標を設定した項目ごとの評価単位、当該事業実施に係る根拠等を記載する。 

(2) 主要な経年データ 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 
② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

(3) 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価 
① 中期目標、中期計画、年度計画 
② 主な評価指標（評価指標、関連指標、目標水準の考え方） 

中期目標で定められた評価指標、関連指標、目標水準の考え方 
③ 法人の業務実績 

上記②を踏まえ、当該年度の事務・事業の実施状況について、その概要を簡潔に記載
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する。 
④ 自己点検評価（評定及び課題と対応） 

平成 30 年度における事務・事業の実施状況に対する総合的な分析・評価を行うととも

に、上記②の中期目標で定められた指標について目標・計画と実績を比較した評価を

行う。その際、目標・計画（予算）と実績（決算）の差異について要因分析を実施す

るほか、業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らか

にする。また、今後の業務実施に当たって留意すべき点、今後の改善方策や方向性等

も併せて記載する。 
 
4．評価の基準 

自己点検評価における各評価項目の評定は、「評価の指針」に基づき、S、A、B、C、D の

5 段階の評語を付すことにより行うこととし、B を標準とする。補助評価項目における評点は

s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。 
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が

得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）

の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら

れる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする）。 

B：【標準】中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標におい

ては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対

中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求め

る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大

臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場

合）。 

 

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、

内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を

満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の要

領で上記の評定に当てはめることも可能とする。この場合も B を標準とする。 

S：－ 

A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

B：【標準】目標の水準を満たしている（「A」に該当する事項を除く。）。 

C：目標の水準を満たしていない（「D」に該当する事項を除く。）。 

D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる

ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 

 

5．評価の留意事項 

(1) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったかの根拠を合理的かつ明確に記述する。 
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する。 
④ 自己点検評価（評定及び課題と対応） 

平成 30 年度における事務・事業の実施状況に対する総合的な分析・評価を行うととも

に、上記②の中期目標で定められた指標について目標・計画と実績を比較した評価を

行う。その際、目標・計画（予算）と実績（決算）の差異について要因分析を実施す

るほか、業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らか

にする。また、今後の業務実施に当たって留意すべき点、今後の改善方策や方向性等

も併せて記載する。 
 
4．評価の基準 

自己点検評価における各評価項目の評定は、「評価の指針」に基づき、S、A、B、C、D の

5 段階の評語を付すことにより行うこととし、B を標準とする。補助評価項目における評点は

s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。 
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が

得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）

の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら

れる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする）。 

B：【標準】中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標におい

ては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対

中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求め

る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大

臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場

合）。 

 

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、

内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を

満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の要

領で上記の評定に当てはめることも可能とする。この場合も B を標準とする。 

S：－ 

A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

B：【標準】目標の水準を満たしている（「A」に該当する事項を除く。）。 

C：目標の水準を満たしていない（「D」に該当する事項を除く。）。 

D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる

ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 

 

5．評価の留意事項 

(1) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったかの根拠を合理的かつ明確に記述する。 
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(2) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮す

る。ただし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠につい

て、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。 
(3) 最上級の評定「S」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠に

ついて、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。 
具体的には、量的な面として、 

・ 法人の自主的な取組による創意工夫 
・ 目標策提示に想定した以上の政策実現に対する寄与 
・ 重要かつ難易度の高い目標の達成 
等について具体的かつ明確に説明するものとする。 

(4) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。 
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。 

(5) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記

載する。 
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（別紙１） 
 

独立行政法人の評価に関する指針（抜粋） 
 

平成 26 年 9 月 2 日策定 
平成 27 年 5 月 25 日改定 

総 務 大 臣 決 定 
 
Ⅰ 本指針について 
１ 本指針の位置付け 
(1) 本指針は、通則法第28条の２第１項規定の「第32条第１項、第35条の６第１項及び第２項並びに第35条

の11第１項及び第２項の評価」に関する指針である。 
主務大臣は本指針に基づき所管する法人の評価を実施する必要がある。 

(2) 主務大臣は本指針に基づいた評価を実施するため、評価の基準を個別具体的に作成し、それに基づいて評価

を実施するものとする。 
 
２ 評価の指針を策定する目的及び評価の指針の策定の基本的考え方 
本指針は以下の考え方の下に策定されたものであり、主務大臣はこれに基づき評価を実施しなければならない。 

(1) 法律、閣議決定及びその他政府の種々の改革方針において、法人が取り組むべきとされた事項に関する実施

状況について評価を行うとともに、法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項へ

の取組状況についても評価を行う。 
(2) 主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるという制度改正の趣旨を踏まえ、法人の業務実績評

価（独立行政法人評価制度委員会や政独委が指摘した事項を含む。）に加え、関連する国の政策評価、行政

事業レビュー及び行政評価・監視の結果を活用して評価する。 
(3) 評価は、評価単位（※）に合わせて行う項目別評定（以下「項目別評定」という。）と、項目別評定を基礎

とし法人全体を評価する総合評定によって行う。 
※「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの３（３）、Ⅲの４（３）及びⅣの２（３）の評価単位を

示す。 
(4) 評価は、目標及び計画で掲げる指標を基準とする絶対評価によって行うものとする。なお、研究開発に係る

事務及び事業については、研究開発業務の特性等を踏まえ、適切な評価軸に基づき評価を行う。 
(5) 評価に当たっては、各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、なぜその実績に至ったかについて外部要

因の影響やマネジメントの課題等を含む要因分析を行い、業務の改善につながるような実効性のある評価を

実施する。 
また、その際、政府の政策実現への寄与など、法人の目的やその業務の質の向上の観点に留意するととも

に、社会経済情勢の変化や技術の進歩等を踏まえたものとする。 
(6) 評価に当たっては、独立行政法人制度創設の趣旨を踏まえ各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、業

務が効果的かつ効率的に実施されているかどうかの視点を常に持ち、その業務がどれほどの投入資源を費や

しているかについて業務の成果・効果と対比して評価する。 
(7) 評価に当たっては、早急な財務内容の改善など、法人個々に対する社会的要請をも踏まえるものとする。 
(8) 評価に当たっては、法人が通則法第32条第２項、第35条の６第３項及び第４項、第35条の11第３項及び

第４項に基づき作成する、自ら評価を行った結果を明らかにした報告書（以下「自己評価書」という。）を

活用して評価するものとする。 
(9) 主務大臣による評価は、法人の業務運営の改善のほか、組織及び業務の全般にわたる検討、新中期目標の策

定に活用されることが求められていることから、極めて重要である。簡素・効率的で実効性の高い目標管理・

評価の仕組みの下、法人の評価が適正かつ厳正に行われ、評価結果に基づき業務の改善が促されることによ

り、評価の実効性が確保される。 
(10) 従来、府省評価委が各自で設定していた評定区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を標準化し統一性

を向上させることにより、他法人や過年度実績との比較可能性を高めるとともに、目標・計画の実施状況、

進捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにすることにより、国民にとって分かりやすい評価
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を実現し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底（見える化）が図られるものとする。 
(11) 通則法第32条第４項、第35条の６第７項及び第35条の11第６項の評価の結果（以下「評価書」という。）

は、目標の達成状況及び計画の実施状況とそれに対する評価を分かりやすく記載し、公表するものとする。 
 
３ 本指針の適用範囲 
本指針の適用範囲は次のとおりである。 
(1) 中期目標管理法人 

① 通則法第32条第１項第１号に定める、各事業年度の終了後に実施される、業務の実績の評価（年度評

価） 
② 中期目標期間における業務の実績の評価（中期目標期間評価） 

i. 通則法第32条第１項第２号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実

施される、中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績の評価（見込評価） 
ii. 通則法第32条第１項第３号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目

標の期間における業務の実績に関する評価（期間実績評価） 
（注）日本私立学校振興・共済事業団法第26条第１項により準用される通則法第32条第１項に基づく同事業団の

助成業務の実績の評価については、「Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項」の規定を適用する。 
 
Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項 
１ 総論 
中期目標管理法人は、国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的としていることから、業務の質

の向上と業務運営の効率化の両立を促す評価が重要である。 
そのため、評価においては、中期計画の実施状況について、中期目標の達成及び達成見込みについても留意しつ

つ評価を行う。 
また、業務運営上の課題についても留意し、当該課題を検出した場合には、改善方策についても提示する。ま

た、過去の評価において示した改善方策の対応状況についても適正に評価する。 
中期目標管理法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定において、「独立行政法人の目標の策定

に関する指針」Ⅱの４（４）に基づき国立研究開発法人の研究開発の成果の最大化に関する事項の規定を準用し

た場合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用して項目別評定を行う（研究開発に関する審議

会に係る事項を除く）。その際、「国立研究開発法人」を「法人」に、「中長期目標」及び「中長期計画」を「中

期目標」及び「中期計画」に読み替えるものとする。ただし、その場合においても総合評定については中期目標

管理法人の規定に基づくものとする。 
 
２ 評価体制 
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関する責任の一貫性及び評価の的確性を

確保するため、法人を所管する部局が中心となって評価を実施する。 
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣による評価結果を取りまとめる部局等で

評価結果を点検する。 
 
３ 各評価の目的・趣旨・基本方針 
主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うものとする。 

(1) 年度評価 
① 年度評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とする。 
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。 

② 年度評価は、各事業年度における業務の実績について、法人による自己評価の結果を踏まえ、中期計画  

の実施状況等に留意しつつ、法人の業務の実施状況を調査・分析し、その結果を考慮して各事業年度の業

務の実績の全体について総合的な評定を行うものとする。 
③ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、法人全体の信用を失墜させる不祥事が発生した場合

は、当該評価項目だけでなく法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における法人のマネジメントの

状況にも留意するものとする。 
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１ 総論 
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会に係る事項を除く）。その際、「国立研究開発法人」を「法人」に、「中長期目標」及び「中長期計画」を「中

期目標」及び「中期計画」に読み替えるものとする。ただし、その場合においても総合評定については中期目標

管理法人の規定に基づくものとする。 
 
２ 評価体制 
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関する責任の一貫性及び評価の的確性を

確保するため、法人を所管する部局が中心となって評価を実施する。 
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣による評価結果を取りまとめる部局等で
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④ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して法人が自主的な努力を行

っていた場合には、評定において考慮するものとする。 
 
(2) 中期目標期間評価（見込み評価、期間実績評価） 

① 見込評価 
i. 見込評価は、評価の結果を中期目標期間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他そ

の業務及び組織の全般にわたる検討及び新中期目標の策定に活用することを目的とする。 
ii. 見込評価は、中期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績及び中期目標期間終了時に見込まれ

る業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ、法人の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の

期間における業務の実績を調査・分析し、中期目標の達成状況等の全体について総合的な評定を行う

ものとする。 
iii. 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは

移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講じ、新中期目標が適切に策定されるよう留意する。 
iv. 「３（１）年度評価」の③及び④については、見込評価においても準用する。その際、「年度」を「中

期目標期間」と読み替えるものとする。 
② 期間実績評価 

i. 期間実績評価は、中期目標の変更を含めた、業務運営の改善等に資することを目的とする。 
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。 

ii. 中期目標期間終了時において、中期目標期間全体の業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ、法人

の中期目標期間に係る業務の実績を調査・分析し、中期目標期間における中期目標の達成状況の全体

について総合的な評定を行うものとする。 
iii. 見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと実績とに乖離がある場合には、期間実績評

価時にその原因を分析するとともに、中期目標等の変更の必要性について検討する。 
iv. 「３（１）年度評価」の③及び④については、見込評価においても準用する。その際、「年度」を「中

期目標期間」と読み替えるものとする。 
 
４ 自己評価結果の活用等 
(1) 通則法第32条第２項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説明責任の履行及び法人の自律的な業務

運営の改善への活用等を目的とする。 
あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。 

(2) 主務大臣は、法人に対して、主務大臣の評価に必要なデータやその分析結果を明らかにした客観性のある自

己評価書の作成を求める。 
(3) 主務大臣は、年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮しつつ自己評価書を十分に活用し、効

果的かつ効率的な評価を行う。法人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責

任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認すること

等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。 
(4) 主務大臣は、法人の業務実績及び目標・計画の達成状況について自己評価書等により把握・分析し、法人業

務の政策・施策への適合性、法人の長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ちながら

評価を行う。 
(5) 法人は、上記の主務大臣の評価の円滑化に資するよう、自己評価書の作成に当たって、以下の点に努める。 

① 本指針の（Ⅱの３）「各評価の目的・趣旨・基本方針」、（Ⅱの５）「評価の単位の設定」及び（Ⅱの

６）「評価の方法等」（法人として実施可能なものに限る）を踏まえ、中期目標、中期計画及び年度計

画で定められた指標について目標・計画と実績を比較した評価を行う。 
② 法人の有効なマネジメントに資するよう、業務運営の状況について、十分な資料に基づき客観的かつ具

体的に記述する。 
③ 業務実績、目標・計画の達成状況及び法人内のマネジメントの状況等について、評価において十分に説

明し得るよう、可能な限り最小の単位で評価を行う。その際、自己評価書の作成が法人の過度な負担と

ならないよう配慮しつつ、当該自己評価を適正に行うための評価単位を統合したものが主務大臣が行う

評価単位と整合するよう留意する。 
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④ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な改善方策などについても記入する。 
⑤ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の課題に関する改善方策が示されてい

るものについては、次年度以降の自己評価書においてその実施状況を記入する。 
 
５ 評価単位の設定 
 項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定めた項目を評価単

位として評価を行う。 
なお、中期目標期間における実績評価（見込評価）の結果、当該期間に設定した目標の項目について改善が必

要とされた場合は、当該評価結果を次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。 
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う

ことは妨げない。 
 
６ 評価の方法等 
主務大臣は、目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗状況を的確に把握するとともに、業

務運営上の課題を的確に把握し対応を促す観点から、以下の方法等により評価を行い、評価の実効性を確保する

ものとする。 
(1) 評価の手順及び手法 

原則、以下の手法による。 
① 法人に対し，評価において必要かつ十分な資料の提出を求める。 
② 評価にあたって法人の長からのヒアリングを実施するほか，監事等からも意見を聴取するなど，役員等

から必要な情報を収集し、法人の実情を踏まえた的確な評価を実施する。 
③ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実施する。 
④ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連正統を明らかにした上で評価する。 
⑤ 定量的な成果実績（アウトプット指標）と資源投入量（インプット指標）の対比により、成果実績１単

位を生み出すためにどれだけの資源投入が必要とされたか（アウトプット単位あたりのインプット）を

把握し、効率性の観点からも評価する。その際、できるだけ事業等のまとまり毎の財務情報等を活用す

る。 
⑥ 過去の関連する政策評価、行政評価、監視及び行政事業レビューの結果を活用する。 
⑦ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析を行う。 
⑧ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。 
⑨ 複数の施設・事務所で同種の業務を行っており、全体の評価を行うだけでは業務運営上の課題を把握し

がたい場合には，施設・事務所毎の業務実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。 
上記の他、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確保するための手法を適用する。 

i. 外部有識者の知見の活用（ただし、利害関係者を排除するなど手続の妥当性に留意するものとする。） 
ii. 法人に対する現地調査 
iii. 同業種の民間企業との比較･分析 

(2) 評価の視点 
 別途途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の質の向上、業

務の効率化、財務内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人に対

して業務運営の改善等を促すような評価を行う。 
また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オープン化、業務改革の徹底に向けて

～」（平成26年７月25日総務大臣決定）において、法人についても国の行政機関の取組に準じて業務改革

に取り組むよう要請したところであり、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進

の観点から適正に評価を行う。 
さらに、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務大臣

決定）において、「各法人がＰＤＣＡサイクルにより、透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に

調達等の合理化に取り組むとともに、主務大臣がこれをチェックする枠組みを整備し、政府全体として調達

等の合理化を推進することとする。」とされており、同決定を踏まえた目標の取組状況についても合理的な

調達の観点から適正に評価を行う。 

202



 

4 

 

 

④ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な改善方策などについても記入する。 
⑤ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の課題に関する改善方策が示されてい

るものについては、次年度以降の自己評価書においてその実施状況を記入する。 
 
５ 評価単位の設定 
 項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定めた項目を評価単

位として評価を行う。 
なお、中期目標期間における実績評価（見込評価）の結果、当該期間に設定した目標の項目について改善が必

要とされた場合は、当該評価結果を次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。 
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う

ことは妨げない。 
 
６ 評価の方法等 
主務大臣は、目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗状況を的確に把握するとともに、業

務運営上の課題を的確に把握し対応を促す観点から、以下の方法等により評価を行い、評価の実効性を確保する

ものとする。 
(1) 評価の手順及び手法 

原則、以下の手法による。 
① 法人に対し，評価において必要かつ十分な資料の提出を求める。 
② 評価にあたって法人の長からのヒアリングを実施するほか，監事等からも意見を聴取するなど，役員等

から必要な情報を収集し、法人の実情を踏まえた的確な評価を実施する。 
③ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実施する。 
④ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連正統を明らかにした上で評価する。 
⑤ 定量的な成果実績（アウトプット指標）と資源投入量（インプット指標）の対比により、成果実績１単

位を生み出すためにどれだけの資源投入が必要とされたか（アウトプット単位あたりのインプット）を

把握し、効率性の観点からも評価する。その際、できるだけ事業等のまとまり毎の財務情報等を活用す

る。 
⑥ 過去の関連する政策評価、行政評価、監視及び行政事業レビューの結果を活用する。 
⑦ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析を行う。 
⑧ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。 
⑨ 複数の施設・事務所で同種の業務を行っており、全体の評価を行うだけでは業務運営上の課題を把握し

がたい場合には，施設・事務所毎の業務実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。 
上記の他、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確保するための手法を適用する。 

i. 外部有識者の知見の活用（ただし、利害関係者を排除するなど手続の妥当性に留意するものとする。） 
ii. 法人に対する現地調査 
iii. 同業種の民間企業との比較･分析 

(2) 評価の視点 
 別途途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の質の向上、業

務の効率化、財務内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人に対

して業務運営の改善等を促すような評価を行う。 
また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オープン化、業務改革の徹底に向けて

～」（平成26年７月25日総務大臣決定）において、法人についても国の行政機関の取組に準じて業務改革

に取り組むよう要請したところであり、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進

の観点から適正に評価を行う。 
さらに、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務大臣

決定）において、「各法人がＰＤＣＡサイクルにより、透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に

調達等の合理化に取り組むとともに、主務大臣がこれをチェックする枠組みを整備し、政府全体として調達

等の合理化を推進することとする。」とされており、同決定を踏まえた目標の取組状況についても合理的な

調達の観点から適正に評価を行う。 
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７ 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分 
(1) 年度評価 

① 項目別評定 
i. 評定区分 

(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(イ) 「Ｂ」を標準とする。 

 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおりとする。 
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得

られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の120％
以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められ

る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の120％以上とする。 
B：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期

計画値（又は対年度計画値）の100％以上120％未満）。 
C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中

期計画値（又は対年度計画値）の80％以上100％未満）。 
D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める

（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の80％未満、又は主務大臣が

業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
 なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内

部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満

たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で

上記の評定に当てはめることも可能とする。 
S：－ 
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。） 
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる

ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要 
ii. 項目別評定の留意事項 

(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述する。 
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮する。ただ

し、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的

の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。 
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠について、

量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。 
具体的には、質的な面として、 
 法人の自主的な取組による創意工夫 
 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与 
 重要かつ難易度の高い目標の達成 
等について具体的かつ明瞭に説明するものとする。 

(エ) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。 
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。 

(オ) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記載する。 
(カ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場合に

は、「B」が標準となるよう設定するものとする。 
② 総合評定 

 総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、評

語による評定を付して行う。 
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総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事

象等を加味して評価を行う。 
なぜその評定に至ったのかについての過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付す

までの過程を、各府省の作成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。 
その際、各項目について設定された重要度を考慮するものとする。 

i. 記述による全体評定 
記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以下の事項を記述する。 
(ア) 項目別評定の総括 

 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 
 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 
 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策 
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ明確に記述する。 
 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

(イ) 全体評定に影響を与える事象 
 法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象 
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」におい

て記載される法人のミッション、役割の達成について特に考慮すべき事項 
 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害 
 対応など） 

(ウ) その他特記事項 
ii. 評語による評定 

(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。 
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な

成果が得られていると認められる。 
A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる 
B：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
C：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
D：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改

善を求める。 
iii. 総合評定の留意事項 

(ア) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものとす

る。 
(イ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場合

の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める場合

には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を行うこ

とは不可とする。 
(ウ) なお、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に属する項目で重

要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下の評定を

行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可とする。 
(2) 中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 

① 項目別評定 
i. 評定区分 

(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(イ) 「Ｂ」を標準とする。 
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得ら
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総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事

象等を加味して評価を行う。 
なぜその評定に至ったのかについての過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付す

までの過程を、各府省の作成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。 
その際、各項目について設定された重要度を考慮するものとする。 

i. 記述による全体評定 
記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以下の事項を記述する。 
(ア) 項目別評定の総括 

 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 
 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 
 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策 
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ明確に記述する。 
 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

(イ) 全体評定に影響を与える事象 
 法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象 
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」におい

て記載される法人のミッション、役割の達成について特に考慮すべき事項 
 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害 
 対応など） 

(ウ) その他特記事項 
ii. 評語による評定 

(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。 
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な

成果が得られていると認められる。 
A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる 
B：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
C：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
D：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改

善を求める。 
iii. 総合評定の留意事項 

(ア) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものとす

る。 
(イ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場合

の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める場合

には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を行うこ

とは不可とする。 
(ウ) なお、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に属する項目で重

要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下の評定を

行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可とする。 
(2) 中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 

① 項目別評定 
i. 評定区分 

(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(イ) 「Ｂ」を標準とする。 
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得ら
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れていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の120％以上で、かつ質的に顕著

な成果が得られていると認められる場合）。 
A：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる

（定量的指標においては対中期目標値の120％以上）。 
B：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期目

標値の100％以上120％未満）。 
C：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期

目標値の80％以上100％未満）。 
D：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める

（定量的指標においては対中期目標値の80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の

必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
(エ) なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部

統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満たす

ことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の

評定に当てはめることも可能とする。 
S：－ 
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たして 
いる。 
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずること

を命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要 
ii. 項目別評定の留意事項 

(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのか根拠を明確に記載する。 
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮する。た

だし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び

質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。 
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠につい

て、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。 
具体的には、質的な面として、 
 法人の自主的な取組による創意工夫 
 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与 
 重要かつ難易度の高い目標の達成 
等について具体的かつ明確に説明するものとする。 

(エ) 「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。 
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。 

(オ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場合に

は、「Ｂ」が標準となるよう設定するものとする。 
(カ) 期間実績評価時においては、見込評価時に見込んだ中期目標期間終了時の業務実績の見込みと中

期目標期間実績評価時の実際の業務実績とに大幅な乖離がある場合には、その理由を明確かつ具

体的に記載する。 
(キ) 評定にあわせ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点等についての意見を記述

する。 
② 総合評定 

総合評定は、記述による全体評定を行うともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、法人

全体の業務実績に対し評語を付して行う。 
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事

象等を加味して評価を行う。 
総合評定の過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付すまでの過程を、各府省の作
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成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。 
i. 記述による全体評定 

記述による全体評定は、項目別評定の総括とともに、総合的な視点から以下の事項を記述する。 
(ア) 項目別評定の総括 

 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 
 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 
 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。 

特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨明記する。 
 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

(イ) 全体評定に影響を与える事象 
 法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象 
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」にお

いて記載される法人のミッション、役割の達成の状況 
 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害対応など） 

(ウ) その他特記事項 
ii. 評語による評定 

(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。 
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(ウ) 評語による評定を行う際には、各項目の重要度を考慮する。 
(エ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な

成果が得られていると認められる。 
A：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる。 
B：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められている。 
C：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
D：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善

を求める。 
iii. 総合評定の留意事項 

(ア) 見込評価においては、評定の他、以下の事項を記載する。 
 業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策 
 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項 

(イ) 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。 
 見込評価時に予期しなかった事項で次期中期目標の変更等の対応が必要な事項 

(ウ) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものと

する。 
(エ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場

合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める

場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を

行うことは不可とする。 
(オ) なお、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に属

する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」

以下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可

とする。 
(カ) 見込評価においては、評価単位の設定、評価指標、総合評定の方法等について改善が必要かどう

かについて検討を行うものとする。 
 
８ 評価書の作成 
(1) 評価書の様式 
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成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。 
i. 記述による全体評定 

記述による全体評定は、項目別評定の総括とともに、総合的な視点から以下の事項を記述する。 
(ア) 項目別評定の総括 

 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 
 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの 
 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。 

特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨明記する。 
 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等 

(イ) 全体評定に影響を与える事象 
 法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象 
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」にお

いて記載される法人のミッション、役割の達成の状況 
 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害対応など） 

(ウ) その他特記事項 
ii. 評語による評定 

(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。 
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。 
(ウ) 評語による評定を行う際には、各項目の重要度を考慮する。 
(エ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。 

S：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な

成果が得られていると認められる。 
A：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる。 
B：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められている。 
C：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
D：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善

を求める。 
iii. 総合評定の留意事項 

(ア) 見込評価においては、評定の他、以下の事項を記載する。 
 業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策 
 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項 

(イ) 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。 
 見込評価時に予期しなかった事項で次期中期目標の変更等の対応が必要な事項 

(ウ) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものと

する。 
(エ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場

合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める

場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を

行うことは不可とする。 
(オ) なお、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に属

する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」

以下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可

とする。 
(カ) 見込評価においては、評価単位の設定、評価指標、総合評定の方法等について改善が必要かどう

かについて検討を行うものとする。 
 
８ 評価書の作成 
(1) 評価書の様式 
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評価書は，別途総務省行政管理局長が定める様式に基づき作成するものとする。 
(2) 記載すべき事項 

評価書は以下の事項を記載するものとする。 
① 評価書の概要 

i. 評価対象に関する事項 
(ア) 法人名 
(イ) 対象年度（年度評価） 
(ウ) 対象期間（中期目標期間評価） 

ii. 評価の実施者に関する事項 
(ア) 共管法人の場合には評価の分担の概要 
(イ) 評価を担当した部局、作成者（課長名） 
(ウ) 評価を点検した部局、作成者（課長名） 

iii. 評価の実施に関する事項 
(ア) 理事長ヒアリングなど、評価に祭祀実施した手続 
(イ) 外部有識者の知見を活用した場合にはその概要（構成員、意見聴取等の活動実績等） 

iv. その他評価に関する重要事項 
② 総合評定 

i. 評語による評定 
ii. 記述による全体評定 
iii. 法人が実施した事項のうち、中期目標・中期計画･年度計画に記載のない事項で、全体評定において考

慮すべき事項 
iv. 見込み評価において、業務及び組織の全般的な見直し並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策

事項 
v. 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項 
vi. 中期計画の変更が必要な場合には当該事項 
vii. 中期目標期間評価において、次期中期目標の変更が必要な場合には当該事項 
viii. 外部有識者の知見を活用した場合には外部有識者の意見 
③ 項目別評定の総括表 

i. 項目別評定で付された評語の経年による一覧表示 
ii. 各項目に付された重要度・難易度がわかるように記載 
iii. 評価対象年度において該当する事象がなかった場合には「－」とし、総合評定に反映しない。 
④ 項目別評定 

i. 当該事務及び事業に関する基本情報 
(ア) 当該事務・事業の実施の根拠（関連する政策･施策、個別法の条文番号など） 
(イ) 政策評価における事前分析表等との関連（事前分析表番号、行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載し、対応する達成手段を明らかにする。） 
(ウ) 当該項目の重要度、難易度（目標策定の際に定めたものを記載） 

ii. 主要な経年データ 
(ア) アウトプット及び（又は）アウトカム情報 
(イ) インプット情報（予算額、決算額、経常費用、行政サービス実施コスト、人員数など） 

iii. 目標、計画、評価に関する事項 
(ア) 対応する中期目標･中期計画･年度計画 
(イ) 業務の実績、自己評価 
(ウ) 用いた評価指標、評価の視点 
(エ) 評定及びその根拠 
(オ) 業務運営上の課題及び改善方策 
(カ) 目標水準の変更が必要な場合にはその概要 
(キ) 外部有識者の知見を活用した場合は外部有識者の意見 

iv. その他参考情報（必要に応じ実施する予算差異分析、財務分析など） 
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(3) 記載における留意点 
① 評価書は国民に対し法人の業務の実績とその評価を説明する重要な書類であることを踏まえ、曖昧又は

冗長な表現は排除し、簡潔かつ明瞭な分かりやすいものとする。 
② 経年比較等のデータ比較・分析情報を表形式で記載するなど、一覧性や分かりやすさに留意する。 
③ 見込評価と中期目標期間実績評価の項目別評定は、それぞれ並列して表記し、見込みと実績の差異を分

かりやすく示すよう努める。 
④ 記入すべき情報の分量が多く統一性・一覧性が損なわれるおそれがある場合は、別紙に記入するなど適

宜工夫するものとする。 
 
Ⅴ その他留意すべき事項 
１ 評価結果の活用に関する事項 
(1) 法人は、評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の

見直し、次期以降の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の策定、法人内部の組織体制の見直し、人事計

画、法人内部の予算配分、業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用するものとする。 
(2) 主務大臣は、評価結果を、評語及び記述による評定に応じて、現行の中（長）期目標、中（長）期計画、年

度目標又は事業計画の見直し、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し、新中期目標の策定、国の政策評価、

政策等に反映させるほか、運営費交付金の算定を含む予算要求等に適切に反映させる。特に、「Ｓ」評定を

付した場合は、予算要求において法人の業務経費に重点的に配分する等、法人のインセンティブを高めるよ

う努めるものとする。 
(3) 主務大臣は、項目別評定で「Ｄ」評定を付した場合、業務の廃止を含めた抜本的な見直しを命ずるものとす

る。 
また、総合評定で「Ｄ」評定を付した場合においては、組織又は業務の廃止を含めた抜本的な改善その他

の必要な措置を命ずるものとする。 
(4) 主務大臣は、通則法第35条第１項及び第35条の７第１項に定める、中（長）期目標期間終了時の法人の業

務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、見込評価の結

果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確に講じるものとする。 
例えば、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明らかになり、

引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中（長）期目標の達成が期待でき

ない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は組織の抜本的な改廃がなされ

る必要がある。 
また、中期目標若しくは年度目標において策定した「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上」に関する目標が

達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場合や他の主体により業務を実

施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は廃止される必要がある。 
(5) 評価の過程で特に対応が必要な業務運営上の課題が検出された場合には、翌年度以降、当該課題への法人の

対応状況について適正に評価する。 
 
２ 評価結果等の公表に関する事項 
(1) 評価結果は下記３のスケジュールに従い遅滞なく公表するものとする。 
(2) 評価結果の他、評価に活用したデータ等についても、経年で並べるなど外部での活用のしやすさや、検証可

能性の確保に留意した上で、積極的な公表に努める。 
(3) 通則法第28条の４に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等への反映の取組の公表の状況について、

以下の点に留意してチェックする。 
① 過去の事業年度、中（長）期目標期間に係る評価結果を踏まえ、中（長）期計画、年度計画、事業計画

への反映、事務及び事業の改廃、予算要求への反映、組織及び人事その他業務改善への反映等、事業年

度内に実施した措置状況を具体的に記載する。 
② 評価結果との対応関係を、いつの事業年度の業務実績評価に係るものかも含め明らかにする。 
③ 将来に措置することが予定されている事項についても記載する。 

(4) 評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表するものとする。 
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(3) 記載における留意点 
① 評価書は国民に対し法人の業務の実績とその評価を説明する重要な書類であることを踏まえ、曖昧又は

冗長な表現は排除し、簡潔かつ明瞭な分かりやすいものとする。 
② 経年比較等のデータ比較・分析情報を表形式で記載するなど、一覧性や分かりやすさに留意する。 
③ 見込評価と中期目標期間実績評価の項目別評定は、それぞれ並列して表記し、見込みと実績の差異を分

かりやすく示すよう努める。 
④ 記入すべき情報の分量が多く統一性・一覧性が損なわれるおそれがある場合は、別紙に記入するなど適

宜工夫するものとする。 
 
Ⅴ その他留意すべき事項 
１ 評価結果の活用に関する事項 
(1) 法人は、評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の

見直し、次期以降の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の策定、法人内部の組織体制の見直し、人事計

画、法人内部の予算配分、業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用するものとする。 
(2) 主務大臣は、評価結果を、評語及び記述による評定に応じて、現行の中（長）期目標、中（長）期計画、年

度目標又は事業計画の見直し、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し、新中期目標の策定、国の政策評価、

政策等に反映させるほか、運営費交付金の算定を含む予算要求等に適切に反映させる。特に、「Ｓ」評定を

付した場合は、予算要求において法人の業務経費に重点的に配分する等、法人のインセンティブを高めるよ

う努めるものとする。 
(3) 主務大臣は、項目別評定で「Ｄ」評定を付した場合、業務の廃止を含めた抜本的な見直しを命ずるものとす

る。 
また、総合評定で「Ｄ」評定を付した場合においては、組織又は業務の廃止を含めた抜本的な改善その他

の必要な措置を命ずるものとする。 
(4) 主務大臣は、通則法第35条第１項及び第35条の７第１項に定める、中（長）期目標期間終了時の法人の業

務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、見込評価の結

果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確に講じるものとする。 
例えば、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明らかになり、

引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中（長）期目標の達成が期待でき

ない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は組織の抜本的な改廃がなされ

る必要がある。 
また、中期目標若しくは年度目標において策定した「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上」に関する目標が

達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場合や他の主体により業務を実

施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は廃止される必要がある。 
(5) 評価の過程で特に対応が必要な業務運営上の課題が検出された場合には、翌年度以降、当該課題への法人の

対応状況について適正に評価する。 
 
２ 評価結果等の公表に関する事項 
(1) 評価結果は下記３のスケジュールに従い遅滞なく公表するものとする。 
(2) 評価結果の他、評価に活用したデータ等についても、経年で並べるなど外部での活用のしやすさや、検証可

能性の確保に留意した上で、積極的な公表に努める。 
(3) 通則法第28条の４に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等への反映の取組の公表の状況について、

以下の点に留意してチェックする。 
① 過去の事業年度、中（長）期目標期間に係る評価結果を踏まえ、中（長）期計画、年度計画、事業計画

への反映、事務及び事業の改廃、予算要求への反映、組織及び人事その他業務改善への反映等、事業年

度内に実施した措置状況を具体的に記載する。 
② 評価結果との対応関係を、いつの事業年度の業務実績評価に係るものかも含め明らかにする。 
③ 将来に措置することが予定されている事項についても記載する。 

(4) 評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表するものとする。 
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(5) 独立行政法人評価制度委員会による評価の実効性を確保するため、法律により委員会に対し通知が求められ

ている見込評価及び効率化評価に係る評価書のほか、年度評価及び期間実績評価の評価書についても参考と

して委員会に通知する。 
(6) 法人は、評価結果の業務運営の改善等への反映の取組について、翌事業年度に行う主務大臣の評価の中で記

載内容をチェックできるよう、自己評価書の提出時期に合わせて取りまとめて公表するとともに、主務大臣

に提出する。 
 
３ 評価のスケジュールに関する事項 
 評価結果を予算や業務運営の改善等に適切に反映できるよう、概算要求時を目処に各評価を完了させるよう努

めるものとする。 
具体的には、以下のようなスケジュールが想定される。 

(1) 自己評価 
6月末までに提出、速やかに公表 

(2) 主務大臣による評価等 
① 年度評価（全法人共通） 

8月上旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。 
なお、見込評価を行う際には、7月末を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。 

② 見込評価及び業務全般の見直し（中期目標管理法人、国立研究開発法人） 
見込評価については8月上旬を目処に完了、業務全般の見直し結果の作成は8月中旬に完了し、法人及

び委員会に通知、公表する。 
③ 期間実績評価（中期目標管理法人、国立研究開発法人） 

8月中旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。 
④ 効率化評価（行政執行法人） 

8月中旬を目処に評価を完了し、法人及び委員会に通知、公表する。 
(3) 評価結果等の中期目標等への反映 

① 新中（長）期目標案の作成（中期目標管理法人、国立研究開発法人） 
1月上旬を目処に作成、委員会に通知 

② 新中（長）期目標、年度目標（行政執行法人）の作成 
2月下旬を目処に決定、法人に指示 

③ 新中（長）期計画（案）、事業計画（案）の作成、認可 
3月末までに主務大臣の認可を得る。 

 
４ 共管法人の取扱いに関する事項 
 複数の主務大臣が所管する法人の評価については、各主務大臣が所管する業務に関する評価はそれぞれの主務

大臣が分担し、評価全体に関する事項及び共通して所管する事項の評価については主務大臣間で協議するなど、

各主務大臣が連携して評価を行うものとする。 
その際、評価手続の重複を排除するなど、効率的な評価に努めるものとする。 
原則として、法人の年度評価、見込評価、期間実績評価などの各評価について一つの評価書を作成するものと

する。 
 

５ 本指針の見直しについて 
総務大臣は、評価の実効性や法人に関する種々の政府方針等を踏まえ、主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルの

実効性をより高める観点や法人の実効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針の見直し

を行い、必要な変更を加えるものとする。 
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（別紙２） 
 

平成29年度事業・第３期中期目標期間における業務実績の自己点検評価・外部評価報告書 
（抜粋） 

 
平 成 3 0 年 6 月 2 8 日 
独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 
外 部 評 価 委 員 会 

 

【序文】 

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術の振興を図ることを目的とする我が国唯一

の独立した資金配分機関として、学術研究の助成、研究者の育成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や大

学のグローバル化の支援、学術の応用に関する研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方策に

関する調査・研究などを総合的に行うことにより、広く我が国の学術の振興を担っている。 

振興会は、中期計画に定められた自己点検評価・外部評価を毎年実施している。この自己点検評価・外部評価

は、独立行政法人として適正かつ効率的に業務が実施できているか自ら点検するとともに、外部有識者の評価を

受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させることを目的とするものである。 

一方、振興会の事業は国の運営費交付金及び補助金等によって運営されていることから、自己点検評価・外部

評価は、振興会の事業に係る国民への説明責任の一環ともいえる。 

本報告書は、平成29年度事業と第３期中期目標期間における業務実績の評価結果をまとめたものである。評価

は所定の評価手法によって実施され、本報告書には各事業に係る中期計画、年度計画、評価指標、業務実績、自

己点検評価（評定とその根拠）、外部評価（評定と評定に至った理由）がまとめられている。 

また、年度評価及び期間実績評価の評定に加え、振興会の事業全般に関する今後の課題も述べられている。 

ここに、第３期中期目標に掲げた学術振興に不可欠な４本の柱、①世界レベルの多様な知の創造、②強固な国

際協働ネットワークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④エビデンスに基づいた学術振

興体制の構築と社会との連携の推進に関する事業の評価を中心に総括する。 

 

１．法人の制度運営 

科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）は着実に実施されるとともに、様々な改善も行われてきてお

り、研究者コミュニティーからも高い評価と信頼を得ている。ここに至るまでの振興会の審査システム改革の努

力と成果は高く評価される。そのうえで、昨今の日本の学術をめぐる厳しい現状を考えれば、研究助成を通じて

学術研究を支える振興会が果たすべき役割はますます大きくなってきており、これからの学術研究の発展とそれ

を担う若手の育成のために、制度の不断の見直しなど、なお一層の努力を求めたい。学術システム研究センター

は学術研究におけるシンクタンクとして重要な役割を果たしており、同センターにおける議論の成果や知見が学

術に関わる政策形成の場などでさらに生かされ、実際の学術振興策へと展開されるような方法も考えてほしい。

また、学術研究の意義やそれを支える制度などについて、一般の理解を広げていくことも欠かせない。そのため

の広報戦略も考える必要があるだろう。 

振興会の国際事業は多岐にわたり、かつ柔軟に運営されており、我が国の学術研究の海外展開と国際連携を支

えている。諸外国の国際共同（協働）プログラム及び海外学術振興機関の研究支援制度は国によって多様であり、

また流動的である。その情報収集が日本の学術の国際戦略構築に欠かせないため、その任にあたる専任職員の確

保が強く望まれる。さらに、新規国際事業の開拓や多様な海外学術振興機関との連携を一層深めることが必要で

ある。そのため、振興会の海外研究連絡センターと連携しつつ、国際活動に関する高い見地に立った助言を幅広

い学識経験者から受ける仕組みを構築してほしい。 

研究者が国際共同教育研究プロジェクトを実施する際、人事交流と研究活動の双方に財政支援が必要な場合が

あるが、予算執行が研究事業部と国際事業部に分かれているために対応が困難な場合がある。プロジェクトによ

って両事業部の緊密な連携が求められる。 

平成29年のグローバルリサーチカウンシルの議題であった「基礎研究とイノベーションとの相互作用」に関し

ては、両者をできるだけ早期につなげようとする取組が多い中で、本質的なあるべき姿が議論されたことは大変

意味のあるものと考える。成果文書の宣言に基づき、今後、様々なマネジメントに展開されることを期待したい。 
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（別紙２） 
 

平成29年度事業・第３期中期目標期間における業務実績の自己点検評価・外部評価報告書 
（抜粋） 

 
平 成 3 0 年 6 月 2 8 日 
独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 
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【序文】 

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術の振興を図ることを目的とする我が国唯一

の独立した資金配分機関として、学術研究の助成、研究者の育成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や大

学のグローバル化の支援、学術の応用に関する研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方策に

関する調査・研究などを総合的に行うことにより、広く我が国の学術の振興を担っている。 

振興会は、中期計画に定められた自己点検評価・外部評価を毎年実施している。この自己点検評価・外部評価

は、独立行政法人として適正かつ効率的に業務が実施できているか自ら点検するとともに、外部有識者の評価を

受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させることを目的とするものである。 

一方、振興会の事業は国の運営費交付金及び補助金等によって運営されていることから、自己点検評価・外部

評価は、振興会の事業に係る国民への説明責任の一環ともいえる。 

本報告書は、平成29年度事業と第３期中期目標期間における業務実績の評価結果をまとめたものである。評価

は所定の評価手法によって実施され、本報告書には各事業に係る中期計画、年度計画、評価指標、業務実績、自

己点検評価（評定とその根拠）、外部評価（評定と評定に至った理由）がまとめられている。 

また、年度評価及び期間実績評価の評定に加え、振興会の事業全般に関する今後の課題も述べられている。 

ここに、第３期中期目標に掲げた学術振興に不可欠な４本の柱、①世界レベルの多様な知の創造、②強固な国

際協働ネットワークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④エビデンスに基づいた学術振

興体制の構築と社会との連携の推進に関する事業の評価を中心に総括する。 

 

１．法人の制度運営 

科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）は着実に実施されるとともに、様々な改善も行われてきてお

り、研究者コミュニティーからも高い評価と信頼を得ている。ここに至るまでの振興会の審査システム改革の努

力と成果は高く評価される。そのうえで、昨今の日本の学術をめぐる厳しい現状を考えれば、研究助成を通じて

学術研究を支える振興会が果たすべき役割はますます大きくなってきており、これからの学術研究の発展とそれ

を担う若手の育成のために、制度の不断の見直しなど、なお一層の努力を求めたい。学術システム研究センター

は学術研究におけるシンクタンクとして重要な役割を果たしており、同センターにおける議論の成果や知見が学

術に関わる政策形成の場などでさらに生かされ、実際の学術振興策へと展開されるような方法も考えてほしい。

また、学術研究の意義やそれを支える制度などについて、一般の理解を広げていくことも欠かせない。そのため

の広報戦略も考える必要があるだろう。 

振興会の国際事業は多岐にわたり、かつ柔軟に運営されており、我が国の学術研究の海外展開と国際連携を支

えている。諸外国の国際共同（協働）プログラム及び海外学術振興機関の研究支援制度は国によって多様であり、

また流動的である。その情報収集が日本の学術の国際戦略構築に欠かせないため、その任にあたる専任職員の確

保が強く望まれる。さらに、新規国際事業の開拓や多様な海外学術振興機関との連携を一層深めることが必要で

ある。そのため、振興会の海外研究連絡センターと連携しつつ、国際活動に関する高い見地に立った助言を幅広

い学識経験者から受ける仕組みを構築してほしい。 

研究者が国際共同教育研究プロジェクトを実施する際、人事交流と研究活動の双方に財政支援が必要な場合が

あるが、予算執行が研究事業部と国際事業部に分かれているために対応が困難な場合がある。プロジェクトによ

って両事業部の緊密な連携が求められる。 

平成29年のグローバルリサーチカウンシルの議題であった「基礎研究とイノベーションとの相互作用」に関し

ては、両者をできるだけ早期につなげようとする取組が多い中で、本質的なあるべき姿が議論されたことは大変

意味のあるものと考える。成果文書の宣言に基づき、今後、様々なマネジメントに展開されることを期待したい。 
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振興会が国公私立大学等職員を対象に実施している海外実務研修は、大学のグローバル化への対応に多大な貢

献をしていることは明らかである。大学と連携して振興会がこの海外実務研修の拡大充実を図っていくことを期

待したい。 

男女共同参画推進の重要性を考えれば、振興会の事業における女性の審査委員の比率がやや低迷していること

は課題である。女性研究者の現状からすれば難しいことは事実だが、より一層の努力を求めたい。 

振興会はこのように、学術の支援機関として、学術振興にとって極めて重要な機関である。従ってその存在の

重要性を不断にアピールする必要があるが、その際、しっかりとしたエビデンスに基づいたアピールが必要であ

る。特に、科研費の配分、その結果としての成果などについては、多大なデータを有しており、それを調査・分

析して公表することが重要な責務となる。このため、平成30年度に新たに設置した学術情報分析センターなどに

おける重要な働きが期待される。さらに充実した体制とすることが望まれるが、適切な外部機関とも協力して、

振興会が学術研究の推進にいかに貢献しているか調査・分析してほしい。また、管理業務を有効に行うことによ

るアウトカムの主要な部分は研究成果の質と量であるため、説得力を上げるためにもそれらをあわせて議論する

ことを考えるべきではないか。 

 

２．世界レベルの多様な知の創造 

科研費に関しては、応募件数が増加し続けている中においても、計画通りに審査を実施しているなど、審査・

評価業務の充実、募集業務・交付業務の円滑な実施において質の高い業務実績を上げており、これらの活動は、

極めて高く評価できる。また、平成27年度の国際共同研究加速基金創設、総合審査方式や２段階書面審査、審査

区分表の導入を主とした科研費審査システム改革2018、挑戦的萌芽研究を発展的に見直した「挑戦的研究（開拓・

萌芽）」の創設、「科研費に関するご意見・ご要望受付窓口」の設置など、短期間のうちに科研費に関する改革

を次々に進めたことは大いに評価できる。 

特に、科研費審査システム改革2018については、審査委員・応募者などから科研費に対する幅広い意見を集め、

また、学術システム研究センター研究員の英知を注いで、様々な問題を乗り越えて実現できたこと、実際に科研

費の審査をつつがなく実施できたことは高く評価したい。今後は、新たな審査システムの検証を行い、改革の評

価をしっかりと受けることが必要である。同時に、文部科学省とともに改革を推進した振興会としては、改革の

目的が何で、それが学術の振興にいかに役立つか、その成果がどのように出ているかを示しておくことが重要で

ある。なおうまく機能していない状況があれば、さらなる改革も考えられるだろう。より一層、着実かつ安定し

た科研費システムを目指してほしい。 

研究拠点の形成に関して、世界トップレベル研究拠点プログラムは、実際に世界レベルの研究拠点が創出され

ており、非常に成功したプログラムとなっている。振興会による適切な管理運営や評価がその成功を支えている

ことは間違いない。今後の事業に生かされるよう、そうした経験から得られた成功の要因や改善の必要性などを

提示することも必要だろう。 

 

３．強固な国際協働ネットワークの構築 

近年特に、振興会が世界の学術振興策の策定、国際的な研究基盤の構築等の役割を十二分に果たしていること

が報告書から読み取れる。例えば、グローバルリサーチカウンシルにおけるリーダーシップの発揮、ノーベル・

メディアとの共催によるノーベル・プライズ・ダイアログ東京の頻回の開催、スイスとの連携事業の推進などに

見られる振興会の世界における学術振興に向けた行動姿勢は、科学技術分野における日本のステータスをこれま

で以上に向上させることにつながるであろう。また、日本の優れた学術研究の成果を背景にして、振興会にはア

ジア・アフリカの学術研究の振興にもリーダーシップを発揮していただきたい。 

振興会の種々の国際共同研究支援事業はこれまで多くの成果を残し、その一部は大型共同研究へと発展したも

のもある。これらの事業が研究を円滑かつ確実に展開できる研究環境を研究者に提供していることがうかがえる。

グローバル化が進む今日、振興会の国際共同研究への新たな支援枠組みの重要性はますます高まるであろう。一

方、近年、JSPS同窓会、JARC-Net、JSPS-Net、海外研究連絡センターの活動が、我が国の研究者が海外の研究者

と共同研究を開始するための新たな環境整備としての役割を果たし始めている。特に、海外研究連絡センターの

役割は、国際化の時代に向けて、ますます重要となるであろう。実際、海外研究連絡センターが主催するセミナ

ー等を契機に様々な国際共同研究が開始されているようだ。また、日本の学術研究を外国の研究者に本当に理解

してもらい、その進展に寄与してもらうためにも、外国の研究者が日本で研究に従事することが不可欠であり、

海外研究連絡センターは一層積極的にその窓口としての機能を果たしてほしい。この点で、外国人特別研究員は
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上記の期待に十分応える事業であることがアンケート調査でも示されていることは注目に値する。 

こうした事業による国際連携が成果をあげている一方で、日本で研究を行う留学生数の減少や国内の若手研究

者の海外離れなどの問題が顕在化している。限られた資源を有効に活かすには、これまでの実施結果を総括した

上で、対象とする研究領域や協力の相手国なども含めて新たな戦略を構築していく必要がある。 

 

４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上 

振興会では、若手研究者を育成するための種々の事業が行われている。その中で、特別研究員事業については、

①PDは採用期間終了後５年で約９割、DCでも採用期間終了後10年で約９割が常勤の研究職に就いていること、

②「文部科学大臣表彰若手科学者賞」や「日本学術振興会賞」など優れた若手研究者に贈られる賞の受賞者の半

数以上が特別研究員採用経験者であること、といった成果をあげている。このような特別研究員事業の優れた成

果の背景には、若手研究者の育成には彼らが自立して研究に専念できる環境の提供が不可欠であるという振興会

の人材育成理念があることを忘れてはならない。また海外特別研究員事業でも同様の優れた成果があがっている。

振興会が第３期中期計画期間中に開始した、博士後期課程在学生を対象とした「若手研究者海外挑戦プログラム」

も、若手研究者が大学院段階で海外において研究を行うことを支援するもので大変高く評価でき、今後その成果

が期待される。 

しかしながら、特別研究員事業については、PD採用者数の減少が危惧される。PDは研究職に就くためのひとつ

の重要なステップとなっており、採用者の減少は今後の学問の未来に深刻な影響をもたらす。博士課程への進学

者の減少等により応募者も減少していると思われ、学問や科学技術の将来を支える研究者の減少につながる恐れ

がある。次世代の人材育成の観点から、採用減を食い止める方策は、喫緊かつ優先度が高い課題ではないだろう

か。 

大学の教育研究機能の向上に関しては、様々なプログラムが文部科学省により立案され、その実施を振興会が

担ってきた。数多くのプログラムのそれぞれについて、きめ細かな評価やフォローアップの体制が組まれており、

成果のフィードバックや施策検討への活用なども行われていることは高く評価できる。その結果、それぞれのプ

ログラムで、大学間の健全な競争と、プログラムの目的に沿った質の向上が推進されたと考える。しかしながら、

振興会には、それぞれのプログラムの推進を担うだけではなく、より高次の「次世代の人材育成と大学の教育研

究機能の向上」という目標に向けて、プログラム自体のあり方も含めてどういう施策がより効果的なのか、一段

高い議論への貢献も期待したい。その際、プログラムオフィサーなどと協力して、成果について評価することな

どが考えられる。多くのプログラムや事業の経験を通じて蓄積された知見を持つ振興会であればこその、エビデ

ンスに基づいた議論が可能なのではないだろうか。 

また、平成30年度から開始する卓越大学院プログラムを含め、博士の育成に係る事業が大学内に混在するため、

事業の継続性も考えながら、個々の事業の整合性を図ることも必要である。なお、大学の教育研究機能の向上を

支援する種々のプログラムでは、支援が終了した後もプログラムを継続することが求められているが、大学にと

っては財政的にも人的にも負担が大きい。成果のあがっている取組をどう定着させ、あるいは広げていくか、今

後の高等教育政策全体の中で検討されるべき課題である。 

 

５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進 

運営費交付金が減少傾向の中、大変適切に法人運営がなされている。学術研究者にとって、振興会の存在は極

めて大きいが、それ以外の人にはなじみがない機関であるので、法人のアピールは大変重要である。そのために

は、科研費などにおけるピアレビューの重要性や、競争的経費と基盤的経費の適切な割合、他の資金と比較した

振興会の研究費の有用性などのエビデンスが必要であり、これによって振興会の重要性が再認識されると考える。

データマイニングや、AI技術の導入など、他機関との研究レベルの協力も将来的には考えていただきたい。また、

学術システム研究センターに関しても、現在の専門研究員の主要業務である審査委員候補者の選考や検証業務を

ビッグデータの手法などを活用して効率化することにより、より付加価値の高い業務に注力できるようなマネジ

メントが必要だと考える。 

広報活動における課題認識については的確になされており評価できる。また広報の内容と対象に応じて、従来

の紙媒体に加えてメルマガやSNSを活用しているが、これらの媒体は効率がよく反響も定量的に把握できるので、

さらなる利用拡大を期待したい。 

一方、学術研究においては、国際会議や学会などでの発表から、研究領域ごとの日本の立ち位置や研究の最新

動向を探ることができる。次の振興会事業の戦略を立案するうえで、こうした情報を踏まえることが極めて重要
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上記の期待に十分応える事業であることがアンケート調査でも示されていることは注目に値する。 
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か。 

大学の教育研究機能の向上に関しては、様々なプログラムが文部科学省により立案され、その実施を振興会が

担ってきた。数多くのプログラムのそれぞれについて、きめ細かな評価やフォローアップの体制が組まれており、

成果のフィードバックや施策検討への活用なども行われていることは高く評価できる。その結果、それぞれのプ

ログラムで、大学間の健全な競争と、プログラムの目的に沿った質の向上が推進されたと考える。しかしながら、

振興会には、それぞれのプログラムの推進を担うだけではなく、より高次の「次世代の人材育成と大学の教育研

究機能の向上」という目標に向けて、プログラム自体のあり方も含めてどういう施策がより効果的なのか、一段

高い議論への貢献も期待したい。その際、プログラムオフィサーなどと協力して、成果について評価することな

どが考えられる。多くのプログラムや事業の経験を通じて蓄積された知見を持つ振興会であればこその、エビデ

ンスに基づいた議論が可能なのではないだろうか。 

また、平成30年度から開始する卓越大学院プログラムを含め、博士の育成に係る事業が大学内に混在するため、

事業の継続性も考えながら、個々の事業の整合性を図ることも必要である。なお、大学の教育研究機能の向上を

支援する種々のプログラムでは、支援が終了した後もプログラムを継続することが求められているが、大学にと

っては財政的にも人的にも負担が大きい。成果のあがっている取組をどう定着させ、あるいは広げていくか、今

後の高等教育政策全体の中で検討されるべき課題である。 

 

５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進 

運営費交付金が減少傾向の中、大変適切に法人運営がなされている。学術研究者にとって、振興会の存在は極

めて大きいが、それ以外の人にはなじみがない機関であるので、法人のアピールは大変重要である。そのために

は、科研費などにおけるピアレビューの重要性や、競争的経費と基盤的経費の適切な割合、他の資金と比較した

振興会の研究費の有用性などのエビデンスが必要であり、これによって振興会の重要性が再認識されると考える。

データマイニングや、AI技術の導入など、他機関との研究レベルの協力も将来的には考えていただきたい。また、

学術システム研究センターに関しても、現在の専門研究員の主要業務である審査委員候補者の選考や検証業務を

ビッグデータの手法などを活用して効率化することにより、より付加価値の高い業務に注力できるようなマネジ

メントが必要だと考える。 

広報活動における課題認識については的確になされており評価できる。また広報の内容と対象に応じて、従来

の紙媒体に加えてメルマガやSNSを活用しているが、これらの媒体は効率がよく反響も定量的に把握できるので、

さらなる利用拡大を期待したい。 

一方、学術研究においては、国際会議や学会などでの発表から、研究領域ごとの日本の立ち位置や研究の最新

動向を探ることができる。次の振興会事業の戦略を立案するうえで、こうした情報を踏まえることが極めて重要
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であり、学術システム研究センターの専門研究員の報告書が、そのような観点で有効に活用されることが望まれ

る。 

 

６．その他 

外部評価委員からは、評価項目に関連する上記の意見に加え、日本の学術の振興を図るうえで重要と考えられ

る以下のような意見も出されたので、ここに記す。 

・世界的に見れば、各国政府の方針が学術研究の動向や研究者の国際的な移動などに大きな影響を及ぼしかねな

い状況にある。そうしたなかで日本がどのように役割も果たしていくのか、変化に対応できる国際的なネット

ワーク作りにも一層力を入れてほしい。 

・事業の終了後の成果について特筆するものを把握することは、今後の事業の運営や新事業の立ち上げに際し、

価値があると考えられる。 

・科研費において、将来的には研究分野の特質をより考慮した制度運営について、制度を所管している文部科学

省とともに、検討することが望ましい。 

・振興会の各事業の評価は支援終了後に種々の方法で行われているが、支援終了後に長期間の追跡調査が必要な

事業もある。研究拠点形成、研究者育成、若手研究者海外派遣、大学の教育研究機能向上などである。４．で

述べたように、特別研究員事業及び海外特別研究員事業は長期の追跡調査によりその優れた成果が示されてい

る。しかし、研究拠点形成事業、大学の教育研究機能向上事業などの追跡調査を振興会が行うには多くの困難

が伴い、これらの事業の真の成果は明らかになっていない。これらの事業の中にも優れた成果があがっている

例は数多くあると思われるので、その成果を明らかにすることを望みたい。 

・振興会の事業の成功例の中には、学術研究、人材育成を担う大学等研究機関に種々の波及効果を及ぼすことが

期待されるものもある。近年、大学においては常勤の研究職ポストが減少し、任期付きの研究者が増加してい

る。それに加えて課題解決型大型研究費の増加により、若手研究者が挑戦的・野心的な基礎研究を行いにくく

なっている。出口志向を強調しすぎずに、確固たる学術基盤に基づいた、挑戦的で独自性のある新しい研究が

生まれる体制の構築が求められる大学にとって、特別研究員事業の成果は参考になるであろう。 

 

【まとめ】 

自己点検評価と外部評価はともに、評価項目すべてにおいて、中期計画における所期の目標は達成されている

と評価した。特に中期目標期間において学術研究を推進するために策定された４本の主要な柱、①世界レベルの

多様な知の創造、②強固な国際協働ネットワークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進、の評価項目の中には、所期の目標を上回る成

果と判断された Aあるいは S評価を受けた項目が数多く含まれている。また B評価を受けた項目の中にも、A評

価に相当すると評価された項目がいくつかみられ、振興会では大変厳しく自己点検評価が行われていることがわ

かる。その態度は大変評価したい。振興会の事業が日本の学術の振興の要の責務を果たしていることの証と言っ

て良いが、先述したエビデンスデータをさらに得られれば、より高い評価にしても十分説得力があると考える。   

一方、外部評価や主務大臣評価で指摘された問題点や改善点の多くについても、振興会が迅速に対応している

ことが確認された。このような評価結果と指摘事項への迅速な対応は、振興会が与えられた業務ミッションに精

力的に取り組み、優れた成果をあげていることを示しており、国民の負託に応えるものだと言える。 

以上の理由から、昨年まとめられた第３期中期目標期間の見込み評価報告書を基に策定された第４期中期目

標・計画は、振興会に求められている我が国の学術振興の中核機関としての責務に十分に応えられるものである。

多岐にわたる事業を比較的少数の職員により極めて効率的に遂行し、優れた成果をあげていることに対し、理事

長はじめ職員各位に敬意を表したい。 

だが、その一方で、国際的に学術論文が増加傾向にある中で日本の減少傾向が顕著になっているのに加え、将

来の研究の担い手を育成する博士課程への進学者数も減り続けており、日本の研究力の危機が深まりつつある現

状がある。正確な現状認識とエビデンスに基づいた政策の重要性はいうまでもなく、そこでは、研究現場に根ざ

した経験と知見の蓄積を持つ振興会が果たすべき役割は大きい。それによって日本の学術の新たな未来が切り開

かれることを期待したい。 

 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_29.pdf 参照） 
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（別紙３－１） 
 

独立行政法人日本学術振興会の平成29年度に係る業務の実績に関する 
評価の結果について（抜粋） 

 
平成３０年８月２３日 
文 部 科 学 大 臣 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 
○日本学術振興会は、研究者の知的探求心や自由な発想を源泉とした知的創造活動である「学術研究」の振興を

目的とし、学術研究の多様な特性・ニーズに応じた支援を行う我が国唯一のファンディングエージェンシーと

しての役割が求められている。少数精鋭の事務組織による効果的かつ効率的な業務運営の下、「世界レベルの

多様な知の創造」「強固な国際協働ネットワークの構築」「次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上」

「エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進」の4 本の柱に基づく事業を、着実に行っ

てきたことは高く評価できる。 
○科学研究費助成事業（科研費）の在り方について、我が国の一線級の研究者を擁する学術システム研究センタ

ーによる学術の動向を踏まえた分析・助言を基に、大規模な改革に向けた抜本的な提言を行った。平成 25 年
度には新たな学術の芽を掘り起こすことを目的とした「基盤研究（B・C）特設分野研究」を、平成28 年度に

は新たな学問領域創成などに繋がる挑戦的な研究の促進を目的とした「挑戦的研究」を新設するにあたり、自

律的な分析、検討を行った。 
また、科研費の審査方式についても、審査区分の見直しや総合審査方式の導入などに係る詳細な議論を行い、

その結果を反映させた審査を平成 29 年度に円滑に実施した。これらの改革は、我が国の学術研究に大きな進

歩と変革をもたらすものとして高く評価できる。 
○日本学術振興会は、我が国をハブとした国際共同研究を促進するため、国際研究ネットワークを強化している。

特にグローバルリサーチカウンシルを主催し、世界各国の学術振興施策に多大な影響を及ぼす成果文書に日本

の意見を多く反映させたことや、ノーベル賞受賞者を始めとする世界有数の科学者を招く「ノーベルプライズ

ダイアログ」を3 回開催し、国内外の若手研究者に研さんの機会を提供したことは高く評価できる。 
また、国際共同研究事業において、日本学術振興会初となるリードエージェンシー方式による審査を試行的

に導入した新たなプログラムの立ち上げに至った点も評価する。 
 
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項 
特になし。 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した課題、改善事項 
○日本学術振興会における各審査会での女性審査員比率向上には、更に努力を継続いただくとともに、今後は、

数を増やす努力だけでなく、より実質的な内容で女性研究者の要求や実状を反映させる努力に転換する必要が

あり、そのためにもこれまでの活動に対する客観的評価が必要である。(P3) 
○「科研費審査システム改革2018」そのものは高く評価できるが、今後のさらなる改善に向けた継続的な取組が

必要。(P15) 
○国際共同研究事業について、順調な進捗状況であると判断するが、今後は、効果的な取組をさらに拡大するこ

とや、改善が必要な事業にノウハウを活用してほしい。(P78) 
 

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/09/21/1400390_1.pdf 参照） 
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（別紙３－１） 
 

独立行政法人日本学術振興会の平成29年度に係る業務の実績に関する 
評価の結果について（抜粋） 

 
平成３０年８月２３日 
文 部 科 学 大 臣 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 
○日本学術振興会は、研究者の知的探求心や自由な発想を源泉とした知的創造活動である「学術研究」の振興を

目的とし、学術研究の多様な特性・ニーズに応じた支援を行う我が国唯一のファンディングエージェンシーと

しての役割が求められている。少数精鋭の事務組織による効果的かつ効率的な業務運営の下、「世界レベルの

多様な知の創造」「強固な国際協働ネットワークの構築」「次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上」

「エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進」の4 本の柱に基づく事業を、着実に行っ

てきたことは高く評価できる。 
○科学研究費助成事業（科研費）の在り方について、我が国の一線級の研究者を擁する学術システム研究センタ

ーによる学術の動向を踏まえた分析・助言を基に、大規模な改革に向けた抜本的な提言を行った。平成 25 年
度には新たな学術の芽を掘り起こすことを目的とした「基盤研究（B・C）特設分野研究」を、平成28 年度に

は新たな学問領域創成などに繋がる挑戦的な研究の促進を目的とした「挑戦的研究」を新設するにあたり、自

律的な分析、検討を行った。 
また、科研費の審査方式についても、審査区分の見直しや総合審査方式の導入などに係る詳細な議論を行い、

その結果を反映させた審査を平成 29 年度に円滑に実施した。これらの改革は、我が国の学術研究に大きな進

歩と変革をもたらすものとして高く評価できる。 
○日本学術振興会は、我が国をハブとした国際共同研究を促進するため、国際研究ネットワークを強化している。

特にグローバルリサーチカウンシルを主催し、世界各国の学術振興施策に多大な影響を及ぼす成果文書に日本

の意見を多く反映させたことや、ノーベル賞受賞者を始めとする世界有数の科学者を招く「ノーベルプライズ

ダイアログ」を3 回開催し、国内外の若手研究者に研さんの機会を提供したことは高く評価できる。 
また、国際共同研究事業において、日本学術振興会初となるリードエージェンシー方式による審査を試行的

に導入した新たなプログラムの立ち上げに至った点も評価する。 
 
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項 
特になし。 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した課題、改善事項 
○日本学術振興会における各審査会での女性審査員比率向上には、更に努力を継続いただくとともに、今後は、

数を増やす努力だけでなく、より実質的な内容で女性研究者の要求や実状を反映させる努力に転換する必要が

あり、そのためにもこれまでの活動に対する客観的評価が必要である。(P3) 
○「科研費審査システム改革2018」そのものは高く評価できるが、今後のさらなる改善に向けた継続的な取組が

必要。(P15) 
○国際共同研究事業について、順調な進捗状況であると判断するが、今後は、効果的な取組をさらに拡大するこ

とや、改善が必要な事業にノウハウを活用してほしい。(P78) 
 

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/09/21/1400390_1.pdf 参照） 
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（別紙３－２） 
 

独立行政法人日本学術振興会の第３期中期目標期間における 
業務の実績に関する評価の結果について（抜粋） 

 
平成３０年９月６日 

文 部 科 学 大 臣 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 
○ 日本学術振興会は、研究者の知的探求心や自由な発想を源泉とした知的創造活動である「学術研究」の振興を

目的とし、学術研究の多様な特性・ニーズに応じた支援を行う我が国唯一のファンディングエージェンシーと

しての役割が求められている。少数精鋭の事務組織による効果的かつ効率的な業務運営の下、「世界レベルの

多様な知の創造」「強固な国際協働ネットワークの構築」「次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上」

「エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進」の4 本の柱に基づく事業を、着実に行っ

てきたことは高く評価できる。 
○ 科学研究費助成事業（科研費）の在り方について、我が国の一線級の研究者を擁する学術システム研究センタ

ーによる学術の動向を踏まえた分析・助言を基に、大規模な改革に向けた抜本的な提言を行った。平成 25 年
度には新たな学術の芽を掘り起こすことを目的とした「基盤研究（B・C）特設分野研究」を、平成28 年度に

は新たな学問領域創成などに繋がる挑戦的な研究の促進を目的とした「挑戦的研究」を新設するにあたり、自

律的な分析、検討を行った。 
また、科研費の審査方式についても、審査区分の見直しや総合審査方式の導入などに係る詳細な議論を行い、

その結果を反映させた審査を平成29 年度に円滑に実施した。 
これらの改革は、我が国の学術研究に大きな進歩と変革をもたらすものとして高く評価できる。 

○ 日本学術振興会は、我が国をハブとした国際共同研究を促進するため、国際研究ネットワークを強化している。

特にグローバルリサーチカウンシルを主催し、世界各国の学術振興施策に多大な影響を及ぼす成果文書に日本

の意見を多く反映させたことや、ノーベル賞受賞者を始めとする世界有数の科学者を招く「ノーベルプライズ

ダイアログ」を3 回開催し、国内外の若手研究者に研さんの機会を提供したことは高く評価できる。 
また、国際共同研究事業において、日本学術振興会初となるリードエージェンシー方式による審査を試行的

に導入した新たなプログラムの立ち上げに至った点も評価する。 
 

全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項 
特になし。 
 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した課題、改善事項 
○日本学術振興会における各審査会での女性審査員比率向上には、更に努力を継続いただくとともに、今後は、

数を増やす努力だけでなく、より実質的な内容で女性研究者の要求や実状を反映させる努力に転換する必要が

あり、そのためにもこれまでの活動に対する客観的評価が必要である。(P3) 
○「科研費審査システム改革2018」そのものは高く評価できるが、今後のさらなる改善に向けた継続的な取組が

必要。(P15) 
○国際共同研究事業について、順調な進捗状況であると判断するが、今後は、効果的な取組をさらに拡大するこ

とや、改善が必要な事業にノウハウを活用してほしい。(P78) 
 

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/09/21/1400390_91.pdf 参照） 
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（別紙４） 
 

平成29年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の結果についての点検・確認結果 
 

平成 30 年 11 月 29 日 
独 立 行 政 法 人 評 価 制 度 委 員 会 

 
 

１ 主務大臣による平成29年度における独立行政法人（以下「法人」という。）の業務の実績に係る評価（年

度評価）及び29年度に中（長）期目標期間を終了した法人の中（長）期目標期間における業務の実績に係る

評価（期間実績評価）について、 
・ Ａ以上の評定の場合、所期の目標を上回る成果が得られていると認められること、又は難易度を高く設定

した目標の水準を満たしていることが具体的根拠として説明されているか 
・ Ｃ以下の評定の場合、評価書において、改善に向けた取組方針又は具体的な改善方策（以下「改善方策等」

という。）が記載されているか 
等の観点から点検した。 
また、法人の職員のモチベーションの向上を目指す取組を行い、組織運営の活性化につながっていると思わ

れるものや、短期的な結果に着目するだけではなく、長期的な成果を見据えて評価方法を工夫していると見ら

れるものなど他の法人の参考になるような事例はないかとの観点から確認した。 
 

２ 点検・確認した結果は以下のとおりである。 
（１） Ａ以上の評定については、ほぼ全ての評価項目において、評定に至った根拠の合理的かつ明確な記述

が確認できた。しかし、中には、取組の内容は記述されているものの、評定に至った根拠の記述が十分でない

と考えられる項目が数例見られたため、所管府省に評定に至った根拠を確認したところ、著しく適正を欠く評

価の実施と考えられるものはなかった。 
また、Ｃ以下の評定についても、ほぼ全ての評価項目において、改善方策等に係る記述が確認できた。し

かし、中には、改善方策等に係る記述が十分でないと考えられる項目が見られたため、所管府省に改善方策等

を確認したところ、著しく適正を欠く評価の実施と考えられるものはなかった。 
なお、確認の結果、評価書には十分に記述されていなかったものの、①Ａ以上の評定に至った根拠の合理

的かつ明確な説明を受けることができたものや、②Ｃ以下の評定を付す場合の改善方策等に係る説明を受ける

ことができたものについて、来年度以降の評価の参考となるよう、その詳細を別紙１のとおり取りまとめた。 
 
（２）また、評価書において、法人の現状や課題を的確に分析している例として、 
① 定量的指標の達成状況は120％未満であるが、難易度の高い項目に係る評定を一段階引き上げるにふさわし

いとした根拠を具体的かつ明確に記述した上で、Ａ以上の評定としているもの 
② 定量的には把握が難しい業務の達成状況も含めて、根拠を合理的かつ明確に記述した上で、Ａ以上の評定

としているもの 
③ 改善方策等を記述する上で、Ｃ以下の評定とした根拠となる課題の発生要因も記述しているもの 
④ 法人内部の連携・融合の取組の強化の結果、法人の職員のモチベーションが向上し、組織運営の活性化に

つながっていると思われるものが見られた。来年度以降の評価の参考となるよう、その詳細を別紙２のと

おり取りまとめた。 
 

３ なお、情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組に係る年度評価の状況を見ると、 
・ 情報セキュリティ対策について、いずれの法人も評価が実施されており、情報セキュリティに関する事項

を理由にＡ以上の評定が付されている１法人については、評定に至った根拠が、Ｃ以下の評定が付されている

１法人については、改善方策等が、いずれも明確に記述されていた。 
・ 調達等合理化について、いずれの法人も評価が実施されており、調達等に関する事項を理由にＡ以上の評

定又はＣ以下の評定が付されている法人はなかった。 
 

４ 委員会としては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといった評定の結果自体に重きを置いているのではなく、評定を付
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（別紙４） 
 

平成29年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の結果についての点検・確認結果 
 

平成 30 年 11 月 29 日 
独 立 行 政 法 人 評 価 制 度 委 員 会 
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度評価）及び29年度に中（長）期目標期間を終了した法人の中（長）期目標期間における業務の実績に係る

評価（期間実績評価）について、 
・ Ａ以上の評定の場合、所期の目標を上回る成果が得られていると認められること、又は難易度を高く設定

した目標の水準を満たしていることが具体的根拠として説明されているか 
・ Ｃ以下の評定の場合、評価書において、改善に向けた取組方針又は具体的な改善方策（以下「改善方策等」

という。）が記載されているか 
等の観点から点検した。 
また、法人の職員のモチベーションの向上を目指す取組を行い、組織運営の活性化につながっていると思わ

れるものや、短期的な結果に着目するだけではなく、長期的な成果を見据えて評価方法を工夫していると見ら

れるものなど他の法人の参考になるような事例はないかとの観点から確認した。 
 

２ 点検・確認した結果は以下のとおりである。 
（１） Ａ以上の評定については、ほぼ全ての評価項目において、評定に至った根拠の合理的かつ明確な記述

が確認できた。しかし、中には、取組の内容は記述されているものの、評定に至った根拠の記述が十分でない

と考えられる項目が数例見られたため、所管府省に評定に至った根拠を確認したところ、著しく適正を欠く評

価の実施と考えられるものはなかった。 
また、Ｃ以下の評定についても、ほぼ全ての評価項目において、改善方策等に係る記述が確認できた。し

かし、中には、改善方策等に係る記述が十分でないと考えられる項目が見られたため、所管府省に改善方策等

を確認したところ、著しく適正を欠く評価の実施と考えられるものはなかった。 
なお、確認の結果、評価書には十分に記述されていなかったものの、①Ａ以上の評定に至った根拠の合理

的かつ明確な説明を受けることができたものや、②Ｃ以下の評定を付す場合の改善方策等に係る説明を受ける

ことができたものについて、来年度以降の評価の参考となるよう、その詳細を別紙１のとおり取りまとめた。 
 
（２）また、評価書において、法人の現状や課題を的確に分析している例として、 
① 定量的指標の達成状況は120％未満であるが、難易度の高い項目に係る評定を一段階引き上げるにふさわし

いとした根拠を具体的かつ明確に記述した上で、Ａ以上の評定としているもの 
② 定量的には把握が難しい業務の達成状況も含めて、根拠を合理的かつ明確に記述した上で、Ａ以上の評定

としているもの 
③ 改善方策等を記述する上で、Ｃ以下の評定とした根拠となる課題の発生要因も記述しているもの 
④ 法人内部の連携・融合の取組の強化の結果、法人の職員のモチベーションが向上し、組織運営の活性化に

つながっていると思われるものが見られた。来年度以降の評価の参考となるよう、その詳細を別紙２のと

おり取りまとめた。 
 

３ なお、情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組に係る年度評価の状況を見ると、 
・ 情報セキュリティ対策について、いずれの法人も評価が実施されており、情報セキュリティに関する事項

を理由にＡ以上の評定が付されている１法人については、評定に至った根拠が、Ｃ以下の評定が付されている

１法人については、改善方策等が、いずれも明確に記述されていた。 
・ 調達等合理化について、いずれの法人も評価が実施されており、調達等に関する事項を理由にＡ以上の評

定又はＣ以下の評定が付されている法人はなかった。 
 

４ 委員会としては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといった評定の結果自体に重きを置いているのではなく、評定を付
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すに至った根拠が合理的かつ明確に記述され、主務大臣において、評価結果によって判明した法人の業務運営

上の課題や、法人を取り巻く社会経済情勢の変化などを踏まえた業務及び組織の見直し等の対応が行われるこ

とが重要と考えている。 
つまり、評価を実施した結果、法人の良い取組については継続し、又は更に高い目標を目指し、改善すべき

事項が確認された場合には、見直し方策を講ずるなど目標に向けたより優れた取組や工夫を行うなど、評価を

実施したことのみに満足することなく、ＰＤＣＡサイクルを回す中で、より高みを目指していく、いわば螺旋

状に改善する形で適切に機能させることを目指すべきである。 
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（別紙５） 
 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（抜粋） 
 

平成25年12月24日 
閣 議 決 定 

 
Ⅰ 独立行政法人改革等の基本的な方向性 
○ 独立行政法人制度は、平成13 年1 月の中央省庁等改革の一環として、行政における企画立案部門と実施部門

を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一方で、実施部門に法人格を与え、運営裁量を与えることにより、

政策実施のパフォーマンスを向上させることを目的として導入された。 
○ 独立行政法人は国の政策を実現するための実施機関として、これまで各方面で成果をあげている一方、様々な

問題点が指摘されたことから、第１次安倍内閣において、全ての独立行政法人を対象とした制度・組織全般に

わたる改革に着手した。それ以降、様々な議論・検討が行われ、制度全般の改革に係る法案も２回国会に提出

されたが、審議未了のまま廃案となるなど、独立行政法人改革には今日に至る長い検討経緯がある。このため、

今回の改革は、今までの改革の集大成として実現を図る必要がある。 
○ 今回の改革の目的は、独立行政法人制度を導入した本来の趣旨に則り、大臣から与えられた明確なミッション

の下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、国民に対する

説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担の明確化、民間能力の

活用などにより官の肥大化防止・スリム化を図ることである。 
このため、 

・ 組織・運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対する法令遵守を

的確に果たさせる 
・ 制度本来の趣旨から逸脱した一律・硬直的な運用は見直し、多種多様な各法人の特性を踏まえた制

度・運用とする 
・ 数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合のみを実施すると

ともに、きめ細やかに事務・事業を見直す 
・ 各法人の業務類型（金融、公共事業執行等）の特性を踏まえたガバナンスを整備する 

との観点から、運用を含めた制度及び組織の見直しについて、講ずべき措置を取りまとめた。 
○ また、国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となることが必要不可欠か否かを

検証し、国の事業を独立行政法人に移管した上で特別会計を廃止するなど、講ずべき措置を取りまとめた。 
○ 今後、この改革に必要な措置を速やかに講じ、新たな制度・組織の下で、法人の有する政策実施機能が十全に

発揮され、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成長や国民生活の向上に最大限貢献することによ

り、これまでの集大成としての改革が実現するよう、政府が一体となって取り組んでいくこととする。 
 
Ⅱ 独立行政法人制度の見直し 
Ⅰの基本的な方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて、以下の措置を講ずる。 
１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類 
独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人分類を設けておらず、多

くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政策実施機能の強化を図り、適切なガバナンスを構

築していくため、法人の事務・事業の特性に応じ、法人を分類することが必要である。  
具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、業務運営における法人

の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与える影響の度合い等を基に、法人を以下の３つ

に分類し、各分類に即したガバナンスを構築する。 
① 中期目標管理により事務・事業を行う法人 

国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自律性

を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型の法人」という。） 
② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期的な
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政策実施のパフォーマンスを向上させることを目的として導入された。 
○ 独立行政法人は国の政策を実現するための実施機関として、これまで各方面で成果をあげている一方、様々な

問題点が指摘されたことから、第１次安倍内閣において、全ての独立行政法人を対象とした制度・組織全般に
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されたが、審議未了のまま廃案となるなど、独立行政法人改革には今日に至る長い検討経緯がある。このため、
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説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担の明確化、民間能力の

活用などにより官の肥大化防止・スリム化を図ることである。 
このため、 

・ 組織・運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対する法令遵守を
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・ 制度本来の趣旨から逸脱した一律・硬直的な運用は見直し、多種多様な各法人の特性を踏まえた制

度・運用とする 
・ 数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合のみを実施すると
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・ 各法人の業務類型（金融、公共事業執行等）の特性を踏まえたガバナンスを整備する 

との観点から、運用を含めた制度及び組織の見直しについて、講ずべき措置を取りまとめた。 
○ また、国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となることが必要不可欠か否かを
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○ 今後、この改革に必要な措置を速やかに講じ、新たな制度・組織の下で、法人の有する政策実施機能が十全に

発揮され、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成長や国民生活の向上に最大限貢献することによ

り、これまでの集大成としての改革が実現するよう、政府が一体となって取り組んでいくこととする。 
 
Ⅱ 独立行政法人制度の見直し 
Ⅰの基本的な方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて、以下の措置を講ずる。 
１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類 
独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人分類を設けておらず、多

くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政策実施機能の強化を図り、適切なガバナンスを構

築していくため、法人の事務・事業の特性に応じ、法人を分類することが必要である。  
具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、業務運営における法人

の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与える影響の度合い等を基に、法人を以下の３つ

に分類し、各分類に即したガバナンスを構築する。 
① 中期目標管理により事務・事業を行う法人 

国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自律性

を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型の法人」という。） 
② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期的な
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目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務として行う法人（以下「研究開発型の法人」と

いう。） 
③ 単年度の目標管理により事務・事業を行う法人 

国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に執行することを目的と

し、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管理によ

り事務・事業を行う法人（以下「単年度管理型の法人」という。） 
法人の役職員の身分については、法人に高い自主性・自律性を発揮させた業務運営を行わせることにより国民

向けサービスの質の向上、業務の成果の最大化を実現するため、財務・会計面における運用と同様、人事・給与

面での柔軟かつ弾力的な運用ができるよう、非公務員とする。 
ただし、単年度管理型の法人は、その行う事務・事業が国の行政事務と一体的な進行管理により確実・正確な

執行が求められ、その業務の停滞は、国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすことから、争

議行為の禁止など国家公務員と同様の厳しい服務を適用するため、その役職員は国家公務員とする。 
中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人のガバナンスは以下の２．から４．に記載するとおりであり、評

価主体の変更や内部ガバナンスの強化などの事項は研究開発型の法人にも適用するが、研究開発業務に特有の目

標管理の仕組みの導入など研究開発型の法人に固有の事項は、５．で後述する。 
 

２．PDCA サイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築 
法人が政策実施機能を発揮する上で、主務大臣の下での政策のPDCA サイクルが十分に機能することが必要で

ある。このPDCA サイクルを強化する観点から、主務大臣自らが業績評価を行うこととする。その際、主務大臣

による評価等の客観性や政府全体としての整合性を確保するなどのため、外部から点検する仕組みを導入する。 
 
(1) 効率的かつ実効性のある評価体制の構築 
○ 主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。これにより、主務大臣の下での政策のPDCA サイク

ルを強化するとともに、評価手続の効率化を図る。 
○ 主務大臣は、業績評価の結果、成果が不十分、事務・事業が非効率であることにより目標が達成できないお

それがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命令することができるようにする。  
○ 主務大臣は、政策の実施部門である法人の業績評価結果を政策の企画立案部門である国の政策評価及び政策

への反映に活用する。また、政策評価の結果を当該政策体系下の実施部門である法人の業績評価及び法人の

組織や事業の見直しに活用する。 
 
(2) 目標設定及び業績評価の在り方 
○ 総務大臣は、法人の業務の特性や類型を踏まえて、目標設定及び業績評価に関する政府統一的な指針（基準

や評語等）を策定する。 
主務大臣は、法律や総務大臣が策定する指針に基づき目標設定を具体的に行うとともに、毎年度、評価

事務の効率化にも配慮しつつ、適正かつ厳正に業績評価を実施する。また、主務大臣は、目標案又はその変

更案を作成する際には、法人と十分に意思疎通を図るものとする。 
○ 法人は、業績評価結果を活用し、主務大臣から指示された目標の達成に向け、計画の見直しなど必要な業務

運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を毎年度公表する。主務大臣は、業績評価結果を、中

期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間における目標設定や予算要

求などの際に活用する。 
 
(3) 法人分類に応じた評価手続の整備 
① 中期目標管理型の法人における評価手続 
○ 中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前年度までの業績及び最終年度

の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。 
○ 主務大臣は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、業務継続の必要性の

検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め組織の在り方についても必ず検討を行い、所要の措置を

講ずるとともに、検討結果及び講ずる措置内容を公表する。 
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② 単年度管理型の法人における評価手続 
○ 主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施するという単年度の目標管理の仕

組みを基本とする。 
○ 主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に加え、中期的にも評価を実施

する。 
 
(4) 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等 
○ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単年度管理型の法人にあって

は、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率化に関する評価結果）を点検し、必要と認める場合

には、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。 
○ さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ずる措置

内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理大臣に対する勧告事項についての意見具申がで

きることとする。また、法人の見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関係部門は適切に連携

を図るものとする。 
○ 第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議し、総務大臣又は主

務大臣に対して意見を述べることができることとする。 
○ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合には、

総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を活用する。 
 
３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入 
法人の長の下での自律的なPDCA サイクルを機能させるため、役員の責任の明確化や監事の機能強化、再就職

規制の導入等により内部ガバナンスの強化を図る。 
また、主務大臣の関与が限定されたものにとどまっている現行制度を見直し、法人の自主性・自律性に配慮し

つつ、事後的に適正な関与を及ぼすことができることとする。 
 
(1) 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化 
③ 監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等についての主務大臣等への報告及び

監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針を見直すほか、監事向

けの研修・啓発の実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・第三者機関等と

の連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるための運用面での取組につ

いても充実させることにより、監査の質の向上を図る。 
④ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。 
⑤ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化する。 
⑥ 中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事の地位

や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮するため、監事の任期を中期目標期間の最終年度の財

務諸表承認日までとする。また、財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保する観点から、主務大

臣は、法人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情がない限り、遅くとも８月

末までには承認するよう努める。 
⑦ 会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得て継続して同一の会計監査

人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査人と契約することも可能である。主務大臣は、当該

法人に対する監査のノウハウ継続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こうした手法を活用す

る。 
⑧ 役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、説明責任を果たしつつ、

適材適所の人材登用の徹底を図る。 
 
(2) 法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入 
⑨ 役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を導入する。 

 
(3) 主務大臣による事後的な是正措置 
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② 単年度管理型の法人における評価手続 
○ 主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施するという単年度の目標管理の仕

組みを基本とする。 
○ 主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に加え、中期的にも評価を実施

する。 
 
(4) 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等 
○ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単年度管理型の法人にあって

は、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率化に関する評価結果）を点検し、必要と認める場合

には、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。 
○ さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ずる措置

内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理大臣に対する勧告事項についての意見具申がで

きることとする。また、法人の見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関係部門は適切に連携

を図るものとする。 
○ 第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議し、総務大臣又は主

務大臣に対して意見を述べることができることとする。 
○ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合には、

総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を活用する。 
 
３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入 
法人の長の下での自律的なPDCA サイクルを機能させるため、役員の責任の明確化や監事の機能強化、再就職

規制の導入等により内部ガバナンスの強化を図る。 
また、主務大臣の関与が限定されたものにとどまっている現行制度を見直し、法人の自主性・自律性に配慮し

つつ、事後的に適正な関与を及ぼすことができることとする。 
 
(1) 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化 
③ 監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等についての主務大臣等への報告及び

監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針を見直すほか、監事向

けの研修・啓発の実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・第三者機関等と

の連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるための運用面での取組につ

いても充実させることにより、監査の質の向上を図る。 
④ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。 
⑤ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化する。 
⑥ 中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事の地位

や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮するため、監事の任期を中期目標期間の最終年度の財

務諸表承認日までとする。また、財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保する観点から、主務大

臣は、法人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情がない限り、遅くとも８月

末までには承認するよう努める。 
⑦ 会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得て継続して同一の会計監査

人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査人と契約することも可能である。主務大臣は、当該

法人に対する監査のノウハウ継続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こうした手法を活用す

る。 
⑧ 役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、説明責任を果たしつつ、

適材適所の人材登用の徹底を図る。 
 
(2) 法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入 
⑨ 役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を導入する。 

 
(3) 主務大臣による事後的な是正措置 
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⑩ 法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、主務大臣が違法・不正行為

の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるようにする。 
 
４．財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実 

独立行政法人が、法人の長のリーダーシップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い最大限の成果を上げて

いくためには、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行が可能な運営費交付金のメリットを維持する

必要がある。一方、運営費交付金は国民から徴収された税金を財源にしていることから、予算の見積りと執行

実績を明らかにするなど財務運営の透明性と説明責任を向上させる必要がある。また、法人の主体的な経営努

力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善する。 
各法人の給与水準について、その事務・事業の特性等を踏まえた水準とすることができるよう、法人ごとに

柔軟な取扱いを可能とする一方、法人及び主務大臣の説明責任を強化する。 
法人が行う調達について、各法人の事務・事業の特性を踏まえた合理的なものとなるよう、随意契約による

ことができる場合を明確化するなどの見直しを行う。さらに、これまでの一律的で過度に厳格な運用を見直し、

弾力化することと併せて、法人の業務運営や財務状況等の透明性を向上させるため、国民に分かりやすい形で

の情報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。 
 
(1) 財務運営の適正化、説明責任・透明性の向上、経営努力の促進 
⑪ 法人への運営費交付金が国民から徴収された税金を財源にしていることを踏まえ、法人に対し運営費交付金

を適切かつ効率的に使用する責務を課す。一方、制度の運用に当たり、独立行政法人の多種多様な事務・事

業の特性や業務運営における自主性に十分配慮することを明確化する。 
⑫ 国から事前に使途が特定されない運営費交付金の根幹を維持しつつも、各法人の事業等のまとまりごとに予

算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明させることとする。ただ

し、予算の硬直化につながらないよう運用において十分に留意する。 
⑬ 中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務・事業の実態やこれまでの効率

化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法人ごとに適切な目標を設定するよう努める。 
⑭ 法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己

収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充

てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。 
また、法人の事務・事業や収入の特性に応じ、臨時に発生する寄附金や受託収入などの自己収入であって

その額が予見できない性質のものについては、運営費交付金の算定において控除対象外とする。 
これらの取組のほか、事務・事業の特性や業績評価結果等も踏まえ、メリハリのある資源配分を行う。 

○ 毎年度の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らかにした上で、運営費交付金

で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則として５割）を経営努力として認めるほか、恒常的な

業務であっても新たなテーマや工夫による取組について新規の利益と認め、前年度実績ではなく過去の平均

実績の利益を上回れば足りることとするなど、認定基準の要件を改善することとする。また、速やかに認定

手続を行うこととし、中期計画に定めた範囲で様々な使途に迅速に活用できることとする。 
○ 法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執行させるとともに、中期目

標期間の最終年度においても経営努力を促すため、繰越事由を拡大することとし、中期目標期間終了時の積

立金のうち、 
・資材調達業者の倒産や震災の影響、共同研究の相手先の研究遅延など自己の責任でない事由により中期目

標期間内に使用できなかった場合 
・中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合に該当するものについては、中期目標

期間を超える繰越しを認めることとする。 
○ 法人の業務上の余裕金は、独立行政法人通則法（平成11 年法律第103 号）により、預金や国債のほか、主

務大臣が指定する有価証券等に限定して運用することとされている。しかし、資産運用を行うことを本来の

業務としている法人や個別法で例外規定を設けている法人を除けば、そもそも投機的な金融取引を行ってま

で収益を獲得することが求められているものではないため、主務大臣は、安全資産であることを十分に確認

して有価証券を指定するものとする。 
○ 法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりごとに区分された情報を充実
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するとともに、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。また、法人における管理会計の活

用等により自律的マネジメントの実現を図る。 
○ 単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付することとし、その上で合理

的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。また、単年度の財政措置とすることに伴い、運営費交

付金の会計上の取扱い等について、会計基準を見直す。 
 
(2) 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上 
○ 独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期計画の認可を通して関与す

るものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員数は法人の独自の判断で定めることができるなど、

法人の自律的な運営が可能となっている。現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績給

など、事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。 
しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等の実

施状況を公表させ、その導入を促進する。また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績

不良者に対する厳正な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施することに

より、業績の向上や業務の効率化を促進する。 
○ 法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法人の事

務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績等にふ

さわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも

可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証するものとする。ま

た、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案するものとする。 
○ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人の事例

等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、監事等によるチェックを行うものとする。その

上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得られないと認められ

る場合には、報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。 
○ 法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である法人の役職員については職

務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・給与等を勘案し、役職員が公務員である法人の役

職員については国家公務員の給与を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。 
○ 法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業がより効果的かつ効率的に

実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。このような柔軟

な取扱いにより、給与の水準や体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や説明責任の一層の確

保が重要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を毎年度公表するものとする。

その際、法人の分類に応じ、 
① 役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法人と就職希望者が競

合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保するために当

該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら説明するものとする。このう

ち、特に国家公務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であることの合理性・

妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。 
② 役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準が妥当であると考え

る理由を説明するものとする。監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。 
○ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。また、国

民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準そのものの見直しなど適切に対応するよう、法人に

要請する。総務省は、主務省から報告を受けて公表する。 
○ また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定するなどの仕組みとなってい

るところ、この改革により各府省評価委員会が廃止されることから、今後は、主務大臣の責任の下、今般の

報酬・給与の弾力化の趣旨も踏まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映することができる

ような弾力的な仕組みとする。 
 
(3) 調達の合理化 
○ 各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、事務・事業
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するとともに、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。また、法人における管理会計の活

用等により自律的マネジメントの実現を図る。 
○ 単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付することとし、その上で合理

的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。また、単年度の財政措置とすることに伴い、運営費交

付金の会計上の取扱い等について、会計基準を見直す。 
 
(2) 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上 
○ 独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期計画の認可を通して関与す

るものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員数は法人の独自の判断で定めることができるなど、

法人の自律的な運営が可能となっている。現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績給

など、事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。 
しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等の実

施状況を公表させ、その導入を促進する。また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績

不良者に対する厳正な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施することに

より、業績の向上や業務の効率化を促進する。 
○ 法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法人の事

務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績等にふ

さわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも

可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証するものとする。ま

た、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案するものとする。 
○ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人の事例

等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、監事等によるチェックを行うものとする。その

上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得られないと認められ

る場合には、報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。 
○ 法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である法人の役職員については職

務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・給与等を勘案し、役職員が公務員である法人の役

職員については国家公務員の給与を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。 
○ 法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業がより効果的かつ効率的に

実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。このような柔軟

な取扱いにより、給与の水準や体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や説明責任の一層の確

保が重要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を毎年度公表するものとする。

その際、法人の分類に応じ、 
① 役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法人と就職希望者が競

合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保するために当

該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら説明するものとする。このう

ち、特に国家公務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であることの合理性・

妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。 
② 役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準が妥当であると考え

る理由を説明するものとする。監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。 
○ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。また、国

民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準そのものの見直しなど適切に対応するよう、法人に

要請する。総務省は、主務省から報告を受けて公表する。 
○ また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定するなどの仕組みとなってい

るところ、この改革により各府省評価委員会が廃止されることから、今後は、主務大臣の責任の下、今般の

報酬・給与の弾力化の趣旨も踏まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映することができる

ような弾力的な仕組みとする。 
 
(3) 調達の合理化 
○ 各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、事務・事業
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の特性を踏まえ、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保

しつつ合理的な調達を実施することとする。 
総務省は、各法人において会計規程等の見直しを行うに当たり、特殊で専門的な機器の調達であり相手方

が特定される場合など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合理化の取

組を促進するとともに、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見直しを行い、調達

に関する新たなルールを策定する。 
 
(4) 情報公開の充実 
○ 各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表するこ

ととし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する。 
○ 各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出したモデル給与、業績給導

入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表する。 
○ 法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表する。 
 
５．研究開発型の法人への対応 （略） 

 
Ⅲ 独立行政法人の組織等の見直し 
１．組織等の見直しの基本的考え方 
○ 国の政策の実施機関として各法人の担う政策実施機能を最大限向上させるとともに、適切なガバナンスの下

で、業務の質と効率性を向上させることを目的とする。 
○ 「民でできることは民で」という原則に則り、官民の役割分担の明確化、民間能力の活用等により官の肥大

化防止・スリム化を図る。 
○ 民に委ねられる事務・事業については積極的に民間開放、廃止を行う。それに伴い、組織を存続する必要が

ない法人は廃止・民営化を行う。また、国、地方公共団体など公的主体間での適切な役割分担の観点から必

要な見直しを行う。 
○ 類似の業務や互いに密接に連関する業務を実施している法人について、これらの法人を統合することにより

政策実施機能の向上や業務の効率性と質の向上が図られる場合には、統合する。その際、マネジメントが確

実に行われ、ガバナンスが的確に発揮される法人規模という点にも留意する。 
○ 独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがない法人については、他の法人との統合を検討する。 
○ 法人間における業務実施の連携強化について積極的に取り組むほか、外部委託の活用の実態等を踏まえなが

ら、事務・事業のスリム化、効率化を一層推進する。 
 

２．各独立行政法人等について講ずべき措置 
各法人等について講ずべき措置は、別紙のとおりとする。 
 
３．法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し 
○ 法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるため、各法人が行う事務・事業の特性に着目し、これ

に応じてガバナンスを高度化するなど、制度・運用の見直しを行うことにより、各法人が期待される政策実

施機能を的確に発揮できるようにするとともに、その効率性を確保することが必要である。 
○ このため、法人が行う以下の６つの業務について、以下の方針でガバナンスの高度化等の取組を行う。 

 
（略） 
 
⑥ 助成・給付業務 
法人が運営費交付金等を用いて、個人、団体等に対して資金の助成、給付（研究開発等の資金配分を含む。）を

行う事務・事業 
【制度・運用の見直し事項】 
○ 不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵守体制の確保

のためガバナンス強化の支援に努める。 
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○ 不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図る。 
○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第179 号。以下「補助金等適正化法」と

いう。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他

の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されること 
を補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。 
 
⑦ その他横断的見直し事項 
○ 補助金等適正化法等に基づくチェック事項に関する評価の簡素化 

・法令や補助金等交付要綱への適合性や金額の妥当性については、補助金等適正化法等に基づき主務大臣が

毎年度チェックしていることから、中期目標管理においては、これらを除いた業務・財務の改善目標に重点

を置きつつ、業務の実施方法の妥当性や効率性について主務大臣による評価を実施する。 
 
上記の事務・事業の特性に応じた制度・運用の見直しのうち、各法人等について特に講ずべき措置は、別紙記

載のとおりとする。 
 
IV その他新たな独立行政法人制度及び組織への移行に当たっての措置等 （略） 
 
各法人等について講ずべき措置（別紙） 
文部科学省所管 
【日本学術振興会】 
○ 中期目標管理型の法人とする。 
○ 科学技術振興機構との連携を強化する。 
○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの補助金等を用いて行う資金の助成・給付業務につい

て、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強化に対する支援を行う。 
 
 

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf 参照） 
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平成３０年３月１日 
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、独立行政法人

日本学術振興会が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術の振興を図ることを目

的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、学

術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や大学のグローバル

化の支援、学術の応用に関する研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方

策に関する調査・研究などを総合的に行うことにより、広く我が国の学術の振興を担ってい

る。 

人類社会の持続的発展とともに国の国際競争力の強化に貢献する卓越した知は、研究者一

人ひとりの自由で柔軟な思考と斬新な独創的発想に基づく果敢な挑戦によって生み出され

るものであり、研究者の自由な発想を源泉として新たな知を生み出す学術研究の役割は極め

て大きい。平成 28年１月 22日に閣議決定された「科学技術基本計画」においては、学術研

究の推進を初めて盛り込み、「イノベーションの源泉」として、「挑戦性、総合性、融合性及

び国際性の観点から改革と強化」を進めるべきものと位置付けており、振興会は、文部科学

省の政策目標の達成に向けて必要不可欠なものとして、研究者の活動を安定的・継続的に支

援する役割が求められる。 

一方、情報通信技術の急速な進化やグローバル化は学術研究に大きな構造変化をもたら

し、世界レベルでの学術研究の競争も激しさを増す中、研究者が国内外の垣根なく協働して

いく時代にある。このような変化の中、振興会には、我が国の研究者が学術研究を先導して

いくことができる国際的な研究基盤を構築するとともに、事業の枠を超えた総合的視野から

研究者の活動等を支える業務基盤を確立し、国や分野の枠にとらわれず知の開拓に挑戦する

研究者を支えることが一層求められる。 

このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。 

 

（別紙）政策体系図 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成、学術の国際交流など長期的な

視点に立って推進すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から

平成 35年３月 31日までの５年間とする。 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 総合的事項 

  我が国の学術振興の中核機関として、研究者の活動を安定的・継続的に支援する役割を

十分に果たすため、研究者を中心とする幅広い関係者の意見を取り入れるとともに、研究

者の自由な発想と研究の多様性、長期的視点、継続性等の学術研究の特性に基づき、挑戦

性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行う。 
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（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営 

学術の振興を目的とする振興会の事業の特性に配慮し、評議員会や学術研究に対する高

い識見を持つ学識経験者の意見を反映させるとともに、学術研究を実際に行う研究者の意

見を取り入れることにより、研究者コミュニティの信頼を得つつ、効果的な業務運営を行

う。 

 

（２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化 

学術システム研究センターに第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研

究機能や審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。また、新たな課題への提案・助言

を機動的な運営体制の下で行う。 

 

（３）学術研究の多様性の確保等 

  年齢や性別、分野、機関にかかわらず研究者が自らの能力を発揮できるよう多様性を確

保するとともに、研究の長期的視点、継続性等を踏まえて事業を推進する。また、学術研

究の現代的要請である挑戦性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行

う。 

 

【評価指標】 

１－１ 研究者等の意見聴取状況（評議員会の開催実績等を参考に判断） 

１－２ 学術システム研究センターによる各種事業への提案・助言の状況（有識者の意見

を踏まえ判断） 

１－３ 学術研究の多様性の確保と現代的要請を踏まえた業務運営状況（有識者の意見を

踏まえ判断） 

 

【目標水準の考え方】 

１－１ 研究者等の意見を取り入れる機会を確保し、業務運営に適切に反映されたか、評

議員会の開催実績や学識経験者からの意見聴取実績及びそれら意見を踏まえた

業務運営状況を参考に判断する。 

１－２ 第一線級の研究者の知見を生かした、各種事業への提案・助言が行われたか、有

識者の意見を踏まえ判断する。 

１－３ 学術研究の多様性を確保する観点から、幅広い分野等への支援や女性研究者の参

画を促進するとともに、学術研究の現代的要請を踏まえた業務運営が行われてい

るか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

 

２ 世界レベルの多様な知の創造 

我が国が世界の学術研究を先導していくため、研究者の自由な発想に基づく独創的・先

駆的な研究を支援することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造できる環境を創

出する。 
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１－１ 研究者等の意見聴取状況（評議員会の開催実績等を参考に判断） 

１－２ 学術システム研究センターによる各種事業への提案・助言の状況（有識者の意見

を踏まえ判断） 
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１－１ 研究者等の意見を取り入れる機会を確保し、業務運営に適切に反映されたか、評

議員会の開催実績や学識経験者からの意見聴取実績及びそれら意見を踏まえた

業務運営状況を参考に判断する。 

１－２ 第一線級の研究者の知見を生かした、各種事業への提案・助言が行われたか、有

識者の意見を踏まえ判断する。 

１－３ 学術研究の多様性を確保する観点から、幅広い分野等への支援や女性研究者の参
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（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 

  科学研究費助成事業（科研費事業）により、人文学、社会科学、自然科学の各学問分野

の独創的・先駆的な学術研究に対する幅広い助成を行い、創造的で優れた学術研究の発展

に寄与する。科研費事業は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業（文部科学

大臣が財務大臣と協議して定める基金運用方針に規定する事業）により実施する。その際、

国の事業としての一体性を確保し、それぞれの研究種目に応じて長期的観点や国際的な観

点も考慮して審査・評価業務を適切、公正に行うとともに、研究の進捗状況に応じた柔軟

な運用を確保しつつ早期の交付に努める。 

科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直した科研費審査システム改革について、研

究者コミュニティにおける新たな審査システムの理解向上に資する取組を行いその定着

を図りつつ、課題等の把握に努める。また、中期目標期間中に新たな審査システムの評価

を行い、その結果を踏まえて必要な改善に取り組む。 

科研費事業のうち、文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究について、業務

の効率化と研究者の利便性の向上を図る観点から、中期目標期間中に振興会への業務の一

元化を行うための体制を整備する。 

 

（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進 

  国を越えた学術研究を振興する観点から、学術研究を支援する事業における国際性を高

めるとともに、国際的な共同研究等を支援する。 

特に、諸外国の学術振興機関とのマッチングファンドによる国際共同研究については、

世界レベルの研究を円滑・確実に支援する新たな枠組みを検討・調整し、中期目標期間の

早期に導入する。 

 

（３）学術の応用に関する研究等の実施 

様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問

題の解決につながるような学術研究等を行う。 

 

【重要度：高】【難易度：高】 

世界レベルの多様な知の創造を目的とした研究支援業務は、学術の振興を目的とする

資金配分機関としての根幹をなすものであり、我が国の研究者が国内外で学術研究を先

導していくための取組として極めて重要である。また、その実施に当たっては、膨大な

研究課題の中から極めて効果的かつ効率的な手法により、短期間で公正性、透明性を確

保した審査を行い、優れた研究課題を選定することや、前例のない国際共同研究への新

たな支援枠組みの導入に際しては、相手国との間で、異なる諸制度の調整を行い、研究

者にとって使いやすい仕組みを構築する必要があることから難易度は高い。 

 

【評価指標】 

２－１ 科研費の審査・評価の公正性、透明性（有識者の意見を踏まえ判断） 
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２－２ 科研費の交付処理状況（Ｂ水準：ヒアリング審査等の必要な研究課題を除き４月

上旬に交付内定を通知） 

２－３ 国際共同研究における新たな枠組みの導入による申請・審査過程の効率化・国際

化（有識者の意見を踏まえ判断） 

２－４ 学術の応用に関する研究における適切な課題設定に向けた取組状況（有識者から

の意見聴取実績等を参考に判断） 

 

【関連指標】 

２－Ａ 科学技術の状況に係る総合的意識調査（文部科学省科学技術・学術政策研究所）

における科研費に関する調査（※）結果 

（※）「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに

十分に寄与していると思いますか」という質問 

２－Ｂ 事後評価を行う科研費の研究種目において、期待どおり、あるいはそれ以上の成

果を上げた課題の割合 

２－Ｃ 二国間共同研究・セミナーのうち、次のステージとなる共同研究に結び付いた発

展的な成果を出したと研究者自身が評価する共同研究及びセミナーの割合 

２－Ｄ 事後評価を行う国際的な共同研究等を支援する事業において、想定どおり、ある

いはそれ以上の成果を上げた課題の割合 

 

【目標水準の考え方】 

２－１ 資金配分機関として公正性、透明性を確保した適切な審査等が行われたか、有識

者の意見を踏まえ判断する。 

２－２ 交付処理の迅速性を確保する観点から、ヒアリング審査等の必要な研究課題を除

き４月上旬に交付内定を通知することを達成水準とする。 

２－３ 英語での申請に加え、相手国対応機関と審査を分担することにより、審査過程の

効率化・国際化が図られたか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

２－４ 様々な学術的・社会的要請に応えた課題設定に向けた取組が行われたか、有識者

からの意見聴取実績や情報収集の取組等を参考に判断する。 

２－Ａ 卓越した研究成果が持続的に生み出されるための環境の整備状況を把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度調査における実

績（指数 5.6（※））を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

（※）指数 5.5以上で、最も高い水準である「状況に問題はない」とされる。 

２－Ｂ 独創的・先駆的な学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年

度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価

において、期待どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割

合：73％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

２－Ｃ 国際的な共同研究の促進と国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握する

ため、当該指標について毎年度確認を行うとともに、前中期目標期間における事

業実施後のアンケート調査結果（平成 25～28 年度の調査において、研究成果の
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２－２ 科研費の交付処理状況（Ｂ水準：ヒアリング審査等の必要な研究課題を除き４月

上旬に交付内定を通知） 

２－３ 国際共同研究における新たな枠組みの導入による申請・審査過程の効率化・国際

化（有識者の意見を踏まえ判断） 

２－４ 学術の応用に関する研究における適切な課題設定に向けた取組状況（有識者から

の意見聴取実績等を参考に判断） 

 

【関連指標】 

２－Ａ 科学技術の状況に係る総合的意識調査（文部科学省科学技術・学術政策研究所）

における科研費に関する調査（※）結果 

（※）「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに

十分に寄与していると思いますか」という質問 

２－Ｂ 事後評価を行う科研費の研究種目において、期待どおり、あるいはそれ以上の成

果を上げた課題の割合 

２－Ｃ 二国間共同研究・セミナーのうち、次のステージとなる共同研究に結び付いた発

展的な成果を出したと研究者自身が評価する共同研究及びセミナーの割合 

２－Ｄ 事後評価を行う国際的な共同研究等を支援する事業において、想定どおり、ある

いはそれ以上の成果を上げた課題の割合 

 

【目標水準の考え方】 

２－１ 資金配分機関として公正性、透明性を確保した適切な審査等が行われたか、有識

者の意見を踏まえ判断する。 

２－２ 交付処理の迅速性を確保する観点から、ヒアリング審査等の必要な研究課題を除

き４月上旬に交付内定を通知することを達成水準とする。 

２－３ 英語での申請に加え、相手国対応機関と審査を分担することにより、審査過程の

効率化・国際化が図られたか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

２－４ 様々な学術的・社会的要請に応えた課題設定に向けた取組が行われたか、有識者

からの意見聴取実績や情報収集の取組等を参考に判断する。 

２－Ａ 卓越した研究成果が持続的に生み出されるための環境の整備状況を把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度調査における実

績（指数 5.6（※））を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

（※）指数 5.5以上で、最も高い水準である「状況に問題はない」とされる。 

２－Ｂ 独創的・先駆的な学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年

度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価

において、期待どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割

合：73％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

２－Ｃ 国際的な共同研究の促進と国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握する

ため、当該指標について毎年度確認を行うとともに、前中期目標期間における事

業実施後のアンケート調査結果（平成 25～28 年度の調査において、研究成果の
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発展予定、別事業への申請予定、相手国側とのネットワークの形成・拡大、研究

者の育成等の点で進展があると評価された共同研究及びセミナーの割合：75％）

を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

２－Ｄ 国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年

度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価

において、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割

合：84％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 

将来にわたり我が国の学術研究の水準を高めていくため、国際的な頭脳循環を踏まえな

がら、若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実するとともに、優れた研究

者の顕彰や国際的な研さんの機会を提供すること等により、国や分野にとらわれず知の開

拓に挑戦する研究者を養成する。 

 

（１）自立して研究に専念できる環境の確保 

若手研究者に対し、自由な発想の下に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する

機会を与えるため、目的や対象者に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金

を支給する「特別研究員事業」を計画的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、

国内外の関連事業にも留意し、事業に係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を

随時把握するとともに、必要に応じて、採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。 

 

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 

国際舞台で活躍する世界レベルの研究者を養成するため、目的や対象者に応じた多様な

方法により、「海外特別研究員事業」等、優れた若手研究者を海外に派遣する取組を計画

的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、国内外の関連事業にも留意し、事業に

係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を随時把握するとともに、必要に応じて、

採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。 

また、目的やキャリアステージに応じた優れた外国人研究者の招へいや研究者の交流を

行い、国際的な頭脳循環の中で若手研究者の研究環境の国際化を図る。 

 

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 

研究者としてのキャリアステージに応じ、優れた研究能力を有する研究者を顕彰するこ

とにより、研究者の研究意欲を高め、研究の発展を促進する。また、優れた若手研究者に

対し、シンポジウムやセミナーの開催等を通じて国際的な研さんの機会を提供することに

より、学術的・国際的視野を広げ、リーダーとなる人材の育成を図る。 

 

【重要度：高】 

  次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配分機関として、研

究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来にわたり我が国の学術研究の水準を高め
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ていくための取組として重要であるため。 

 

【評価指標】 

３－１ 特別研究員及び海外特別研究員採用者への支援に対する評価（Ｂ水準：アンケー

ト調査により肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先の評価（Ｂ水準：アンケート調査により

肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－３ 外国人研究者を受け入れた研究機関における研究環境の国際化状況（Ｂ水準：受

入研究者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合が 75％程度） 

３－４ 若手研究者への国際的な研さん機会の提供に係る取組状況（Ｂ水準：振興会が実

施するシンポジウム等参加者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合

が 95％程度） 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業における採用終了後の就職状況 

 

【目標水準の考え方】 

３－１ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業について、採用者のニーズを踏まえてさ

らなる制度改善を図る観点から、現状の支援に関するアンケート調査を実施し、

80％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とする。 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先に対し、特別研究員及び海外特別研究員

の活動状況に関するアンケート調査を実施し、80％程度の肯定的評価を得ること

を達成水準とする。 

３－３ 国際的な頭脳循環の中で、外国人研究者の受入れによって受入機関の研究環境の

国際化を図る観点から、前中期目標期間における事業実施後のアンケート調査の

結果（平成 25～28 年度実績：76.8％）を踏まえ、75％程度の肯定的評価を得る

ことを達成水準とする。 

３－４ 若手研究者の学術的・国際的視野を広げる観点から、振興会が実施するシンポジ

ウム等へ参加したことによる効果についてアンケート調査を実施し、前中期目標

期間におけるアンケート調査の結果（平成 25～28年度実績：91～100％）を踏ま

え、各シンポジウム等において 95％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とす

る。 

３－Ａ 事業による支援の結果、優秀な学術の研究者の養成に寄与したかを把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度の状況（５年経

過後特別研究員-PD は 91.6％、５年経過後海外特別研究員は 94.2％、10 年経過

後特別研究員-DCは 88.5％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 

卓越した知を生み出す環境を整備するため、学術振興の観点から、大学等における教育
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ていくための取組として重要であるため。 

 

【評価指標】 

３－１ 特別研究員及び海外特別研究員採用者への支援に対する評価（Ｂ水準：アンケー

ト調査により肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先の評価（Ｂ水準：アンケート調査により

肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－３ 外国人研究者を受け入れた研究機関における研究環境の国際化状況（Ｂ水準：受

入研究者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合が 75％程度） 

３－４ 若手研究者への国際的な研さん機会の提供に係る取組状況（Ｂ水準：振興会が実

施するシンポジウム等参加者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合

が 95％程度） 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業における採用終了後の就職状況 

 

【目標水準の考え方】 

３－１ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業について、採用者のニーズを踏まえてさ

らなる制度改善を図る観点から、現状の支援に関するアンケート調査を実施し、

80％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とする。 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先に対し、特別研究員及び海外特別研究員

の活動状況に関するアンケート調査を実施し、80％程度の肯定的評価を得ること

を達成水準とする。 

３－３ 国際的な頭脳循環の中で、外国人研究者の受入れによって受入機関の研究環境の

国際化を図る観点から、前中期目標期間における事業実施後のアンケート調査の

結果（平成 25～28 年度実績：76.8％）を踏まえ、75％程度の肯定的評価を得る

ことを達成水準とする。 

３－４ 若手研究者の学術的・国際的視野を広げる観点から、振興会が実施するシンポジ

ウム等へ参加したことによる効果についてアンケート調査を実施し、前中期目標

期間におけるアンケート調査の結果（平成 25～28年度実績：91～100％）を踏ま

え、各シンポジウム等において 95％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とす

る。 

３－Ａ 事業による支援の結果、優秀な学術の研究者の養成に寄与したかを把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度の状況（５年経

過後特別研究員-PD は 91.6％、５年経過後海外特別研究員は 94.2％、10 年経過

後特別研究員-DCは 88.5％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 

卓越した知を生み出す環境を整備するため、学術振興の観点から、大学等における教育
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研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援することにより、大学等の強みを生かした

教育研究機能の強化を行う。 

 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

国の方針を踏まえ、国際的な体制の下で審査・評価等を行い、国内外の第一線の研究者

を引きつける優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の形成や、その成果の最大化

に向けた取組を総合的に支援する。 

 

（２）大学教育改革の支援 

  大学が自らの強みや特色を生かし学部や大学院の教育改革に取り組むことで、我が国の

大学教育を牽引することができるよう、国の方針を踏まえた審査・評価等を行う。 

 

（３）大学のグローバル化の支援 

我が国の大学教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、国の方針

を踏まえた審査・評価等を行う。 

 

【評価指標】 

４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業に係る国際的な審査・評価等の実施

状況（審査・評価等を行う委員会の体制整備状況等を参考に判断） 

４－２ 大学教育改革の支援及び大学のグローバル化の支援における国の方針を踏まえ

た審査・評価等の実施状況（委員会の開催実績等を参考に判断） 

 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援する事業に

おける採択機関の取組状況 

 

【目標水準の考え方】 

４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業の審査・評価等を行う委員会におい

て、国の方針を踏まえ、国際的な観点から事業及び研究拠点の形成に有益な指摘

を得るための審査・評価等が適切に行われたか、委員会における外国人委員参画

割合、英語による審査・評価等を行う体制整備の状況等を参考に判断する。 

４－２ 国の方針を踏まえた審査・評価等が適切に行われたか、委員会等開催実績や審

査・評価等実施件数等を参考に判断する。 

４－Ａ 振興会の関与を通じ、国の方針を踏まえた取組が適切に行われたかを把握するた

め、事業採択機関における取組状況について事後評価等を通じて毎年度確認を行

うとともに、前中期目標期間における実績（世界最高水準の研究拠点の形成を目

指す事業については、研究水準及び運営のいずれも世界最高水準であると認定さ

れた割合が 100％（平成 28年度実績）、大学教育改革の支援及び大学のグローバ

ル化の支援については、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたとする事
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業の割合が 75％（平成 25～28年度における中間評価及び事後評価の実績））を基

準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

５ 強固な国際研究基盤の構築 

国際的な競争が激しさを増す中で、我が国の研究者が学術研究を先導し、そのプレゼン

スを高めていくことができるよう、諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との

協働により、強固な国際研究基盤を構築する。 

 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

国際的視点に立って国内外の垣根なく事業を推進していくことを目指し、各種事業を通

じた国際的な活動の動向や海外関係機関等の動きなどを定期的に集約・共有するととも

に、戦略的かつ機動的に国際的な取組を展開できる体制を整備し、積極的に事業の国際化

に取り組む。 

また、前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務

の実績を総括するとともに、戦略的な国際共同研究の在り方や外国人研究者の招へいと定

着促進策、海外研究連絡センターの運営の在り方等について検討し、中期目標期間の早期

に一定の結論を得て、必要な改善・強化を行う。 

さらに、中期目標期間の早期に、国際的な取組の種別や内容が研究者にとってより分か

りやすくなるよう体系的に整理し、発信する。 

 

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

地球規模課題や世界各国の学術振興上の共通の課題の解決に向けた多国間の学術振興

機関ネットワークにおいて主導的な役割を果たすとともに、各国学術振興機関とのパート

ナーシップを形成し、質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築・強化

する。 

 

（３）在外研究者コミュニティの形成と協働 

振興会の事業を経験した外国人研究者や在外日本人研究者によるコミュニティの形成

やその活動支援を行うことにより、我が国と諸外国との学術交流を持続的に発展させる。 

 

（４）海外研究連絡センター等の展開 

海外研究連絡センター等が、所在地域の学術振興機関、在外公館、その他の海外拠点等

と連携し情報の収集と発信に努め、我が国の大学等のグローバル化を支援するとともに、

我が国の学術研究のプレゼンスの向上に寄与する。 

 

【難易度：高】 

強固な国際研究基盤の構築に当たっては、振興会の業務全般を横断する基盤的機能を有

する組織の整備という初めての取組を行うこととしており、また、これまで長期的に実施

してきた事業の在り方を検討する際には、多様な関係者の理解を得ながら実施するプロセ
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（４）海外研究連絡センター等の展開 
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スが不可欠であることから、難易度は高い。 

 

【評価指標】 

５－１ 前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務

との比較による改善・強化状況（有識者の意見を踏まえ判断） 

５－２ 国際的な取組の内容に関する発信状況（有識者の意見を踏まえ判断） 

５－３ 諸外国の学術振興機関等との交流の見直し等の状況（有識者の意見を踏まえ判

断） 

５－４ 同窓会の活動状況及び在外日本人研究者コミュニティとの連携状況（同窓会イベ

ント等の開催実績等を参考に判断） 

５－５ 海外研究連絡センター等における活動状況（Ｂ水準：ホームページによる情報発

信数が年間 840件程度） 

 

【関連指標】 

５－Ａ 国際交流事業の採用者による国際共著論文数 

 

【目標水準の考え方】 

５－１ 事業の在り方に係る検討を経て、効果的な改善・強化が行われたか、有識者の意

見を踏まえ判断する。 

５－２ 国際的な取組を体系的に整理し、効果的な周知がなされたか、有識者の意見を踏

まえ判断する。 

５－３ 質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築する観点から、各国

の学術振興機関との交流状況に応じて適切に協定の廃止・改訂や、新規立ち上げ

が行われているか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

５－４ 同窓会主体の活動が活発に行われたか、また外国人研究者と在外日本人研究者コ

ミュニティ等が連携する機会が提供されたか、同窓会イベント等の開催実績、会

員数等を参考に判断する。 

５－５ 現地の事務所を利用した効果的な情報収集・情報発信を実施する観点から、前中

期目標期間における実績（平成 25～28年度実績：年間 652～1,181件）を踏まえ、

全センターのホームページで年間840件程度の情報発信が行われることを達成水

準とする。 

５－Ａ 学術の国際的な競争・協働の中で我が国のプレゼンス向上の状況を把握するた

め、国際交流事業の採用者による国際共著論文数について毎年度確認を行うとと

もに、その状況変化を評価において考慮する。 

 

６ 総合的な学術情報分析基盤の構築 

事業の枠を超えた総合的視野から研究者の活動等を支えることができるよう、振興会の

諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する基盤を構築する。 
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（１）情報の一元的な集積・管理 

事業の枠を超えて情報を総合的に活用することができるよう、情報セキュリティや個人

情報保護を徹底した上で、振興会の諸事業に係る情報を一元的に集積・管理する。 

 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

  振興会の諸事業の動向や成果を総合的、長期的に把握・分析するとともに、諸事業の改

善・高度化に向けた調査研究を行うことにより、総合的視点に立った企画・立案と事業改

善に資する。 

 

（３）学術動向に関する調査研究の推進 

振興会の諸事業を長期的観点に立って効果的に展開するため、国内外における学術振興

施策の現状や学術研究の動向等の調査研究を行うとともに、その結果を新たな事業の企

画・立案等に活用する。 

 

【評価指標】 

６－１ 情報の一元的な管理の状況（取組実績を参考に判断） 

６－２ 情報の分析や調査研究の成果の発信状況（Ｂ水準：中期目標期間中に 10件程度） 

６－３ 学術動向調査の実施件数（Ｂ水準：中期目標期間中に 614件程度） 

 

【目標水準の考え方】 

６－１ 事業の枠を超えた活用を可能とする情報基盤が構築されているか、情報の一元的

な管理に係る取組実績を参考に判断する。 

６－２ 振興会の諸事業に係る情報を横断的に活用し、各種事業の動向や成果を総合的、

長期的に把握・分析する観点から、10件程度のテーマを設定し、分析や調査研究

を行い、その成果について発信することを達成水準とする。 

６－３ 学術の振興を図るための諸事業を長期的観点に立って効果的に展開する観点か

ら、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調査研究につい

て、前中期目標期間における実績（614 件）と同程度実施することを達成水準と

する。 

 

７ 横断的事項 

振興会の事業が、研究者のみならず社会からもより高い支持、信頼を得られるよう、横

断的な取組を行う。 

 

（１）電子申請等の推進 

研究者の負担軽減や業務効率化の観点から、電子申請等に必要な情報システムを整備す

る。 

 

（２）情報発信の充実 
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振興会の活動及びその成果を総合的・効果的に情報発信することができるよう、広報活

動に係る体制を整備する。その上で、受け手のニーズを踏まえた積極的な情報発信に取り

組むとともに、情報発信の在り方について更なる検討を進め、中期目標期間の早期に一定

の結論を得る。 

 

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

大学と産業界の研究者等による情報交換等を促進することにより、相互のインターフェ

イス機能の充実を図る。 

 

（４）研究公正の推進 

助成・支援事業の実施に当たり、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並びに研

究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を徹底するとともに、研究者

の所属機関に対し、研究費の適切な管理・執行を促す。 

 

（５）業務の点検・評価の推進 

自己点検評価や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善を図る。 

 

【評価指標】 

７－１ 電子申請等の推進状況（応募手続や審査業務等の電子化実績等を参考に判断） 

７－２ 振興会ホームページへのアクセス状況（アクセス数等を参考に判断） 

７－３ 大学と産業界の研究者等による情報交換の場として新たに設置した委員会・研究

会数（Ｂ水準：中期目標期間中に８件程度） 

７－４ 研究倫理教育の高度化に係る支援状況（Ｂ水準：研究分野横断的又は研究分野の

特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシンポジウムを毎年度２回

程度開催） 

７－５ 業務の点検・評価の実施状況（Ｂ水準：自己点検評価及び外部評価を毎年度実施） 

 

【目標水準の考え方】 

７－１ 研究者の負担軽減や業務効率化を図るための情報システムが整備されているか、

応募手続や審査業務等の電子化の実績及び制度改善や研究者等の意見を踏まえ

たシステムの改修実績等を参考に判断する。 

７－２ 振興会の活動及びその成果の総合的かつ効果的な情報発信が行われているか、ホ

ームページへのアクセス件数（平成 26～28年度の各年度平均実績：478万件）、

コンテンツごとのアクセス動向等を参考に判断する。 

７－３ 適時適切な研究テーマの設定により、学界と産業界の交流・連携を促進する観点

から、平成 29 年度中に活動している研究開発専門委員会と先導的研究開発委員

会の合計８委員会全てを中期目標期間中に刷新することを達成水準とする。 

７－４ 研究機関における研究倫理教育の高度化を効果的に支援する観点から、研究分野

横断的又は研究分野の特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシン
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ポジウムを毎年度２回程度開催することを達成水準とする。 

７－５ 継続的な業務運営の改善を図る観点から、自己点検評価及び外部評価を毎年度実

施することを達成水準とする。 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 組織の編成及び業務運営 

国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ、機能

的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。 

効果的かつ効率的な業務運営を実現するため、複数の部署にまたがる共通的な業務につ

いて、一元的な運営が可能な組織体制を整備する。 

また、法人の行う業務については、既存事業の見直し等により、効率化を進める。なお、

効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の特性に

鑑み事業の継続性に十分留意する。 

さらに、他のファンディングエージェンシーや大学等の幅広い関係機関との適切な連

携・協力関係を構築する。 

 

２ 一般管理費等の効率化 

効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当して行う事業

は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課、本

部建物借料及び特殊経費を除く。）に関しては、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度

比３％以上、その他の事業費（人件費、本部建物借料及び特殊経費を除く。）については、

中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、新規に追加されるものや拡充分は翌年度から効率化を図るものとする。 

また、給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を考慮して厳

しく検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

 

３ 調達等の合理化 

引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月

25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、外部有識者からなる契約監視委員会を

開催することにより契約状況の点検を徹底する。 

 

４ 業務システムの合理化・効率化 

ICT等を活用した業務システム整備に取り組む。 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

寄附金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、事業ごとに適正な財

務管理の実現を図る。また、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残

高の発生状況にも留意する。 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１ 内部統制の充実・強化 

  理事長のリーダーシップの下で適切な業務運営を図るため、規程の整備に加え、理事長

の指示が全役職員に伝達される仕組みを整備・運用するとともに、法令遵守（コンプライ

アンス）を徹底する。また、内部統制が適切に機能しているか継続的に点検・検証し、必

要に応じて規程及び体制の見直しを行う。 

 

２ 情報セキュリティへの対応 

  「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時見直すとともに、情報セキュリティ対策を推進する。また、サイバー

セキュリティ戦略本部が実施する監査において特定される課題を解決する。 

 

３ 施設・設備 

  施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。 

 

４ 人事 

  職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、適

材適所の人事配置を行うなど、職員の能力の向上を図る。また、振興会の業務を継続的か

つ発展的に遂行するため、中長期的な視点で、振興会の核となる職員の育成・充実を図る。 
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日本学術振興会が果たすべき役割

世界レベルの多様な知の創造

研究者の自由な発想に基づく独創的・先駆的な研究を支援
することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造で
きる環境を創出

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実す
ること等により、国や分野にとらわれず知の開拓に挑戦す
る研究者を養成

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取
組等を支援することにより、大学等の強みを生かした教育
研究機能を強化

強固な国際研究基盤の構築

諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との協働
により、強固な国際研究基盤を構築

～ 「文部科学省政策評価基本計画」（平成25年3月29日 文部科学大臣決定）
における「文部科学省の使命と政策目標」より抜粋 ～

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興
－ 施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上

政策目標７ イノベーション創出に向けたシステム改革
－ 施策目標７－２ 科学技術の国際活動の戦略的推進

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化
－ 施策目標８－１ 科学技術イノベーションを担う人材力の強化
－ 施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎

研究の推進

■第５期科学技術基本計画（平成28年1月22日 閣議決定）
・若手研究者の育成・活躍促進
・大学院教育改革の推進
・国際的な研究ネットワーク構築の強化
・学術研究の推進に向けた改革と強化
・国際共同研究の推進と世界トップレベルの研究拠点の形成 等

■科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年6月2日 閣議決定）
・博士課程学生への経済的支援を充実
・若手研究者等が独立して研究可能な競争的資金による独創的な研究を促進
・大学等研究機関における、高いポテンシャルを有する海外研究機関との研究者の派遣・受入れ
・相手国・地域のポテンシャル・分野と協力フェーズに応じた多様な国際共同研究及び研究交流
を促進 等

■教育振興基本計画（平成25年6月14日 閣議決定）
・博士課程を中心とする大学院教育の抜本的な改革・強化を図る
・各大学等の強みを生かした教育研究拠点の形成を促進 等

（振興会の目的）
第三条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術
の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

独立行政法人日本学術振興会法

学術の振興を目的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、研究者の活動を安定的・継続的に支援

主な政府方針 文部科学省の政策目標における位置づけ

総合的な学術情報分析基盤の構築

振興会の諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する
基盤を構築
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平成30年度事業自己点検評価・外部評価の実施経緯 

 

 

 

平成31年2月20日 

 独立行政法人日本学術振興会平成31年度自己点検評価実施要領の制定 

 「独立行政法人日本学術振興会平成30年度事業の評価手法について」の決定 

    

 

平成31年4月22日 

 独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会を開催 

  議題 １） 平成30年度における業務実績に関する自己点検評価について 

    

 

令和元年5月9日 

 独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第１回）を開催 

  議題 １） 委員長の選出について 

  議題 ２） 外部評価の実施方法について 

  議題 ３） 平成30年度業務実績に関する外部評価担当項目について 

  議題 ４） 平成30年度業務実績に関する評価について 

  議題 ５） その他 

    

 

令和元年6月6日 

 独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第２回）を開催 

  議題 １） 決算等の状況について 

  議題 ２） 平成30年度業務実績に関する外部評価コメント及び評定について 

  議題 ３） 外部評価結果の総括（案）について 

  議題 ４） その他 

    

 

令和元年6月28日 

 外部評価委員会から独立行政法人日本学術振興会理事長に対する外部評価結果の報告 

文部科学大臣へ「平成30年度事業自己点検評価・外部評価報告書」を提出 
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